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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

省エネルギー小委員会（第２１回） 

 

日時 平成28年12月26日（月）15：02～17：06 

場所 経済産業省本館17階 第１～３共用会議室 

議題 

（１）省エネルギー小委員会 中間取りまとめ（案） 

（２）省エネルギー政策の進捗状況について 

（３）平成29年度当初予算案 

（４）省エネ法施行規則の一部見直し（案）について 

 

１．開会 

 

○吉田省エネルギー課長 

 お待たせしました。定刻になりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会省エネル

ギー・新エネルギー分科会第21回の省エネルギー小委員会を開催させていただきます。 

 本日は、年末のご多忙の中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 本日、所用によりまして、天野委員、市川委員、豊田委員はご欠席と伺っております。 

 また、松村委員、それから木場委員は、所用により途中でご退席と伺っております。 

 なお、ご欠席の市川委員、それから豊田委員からは、意見書を別途提出していただいておりま

すので、適切なタイミングでこの後ご紹介させていただきたいと思います。 

 また、高村委員は、任期満了のため、本委員会の委員を前回限りでご退任されることになりま

したので、あわせてご報告いたします。 

 それから、今回の小委員会から京都大学大学院エネルギー科学研究科長の塩路昌宏様に新たに

委員としてご出席をいただいておりますので、ご紹介いたします。 

○塩路委員 

 塩路です。私の専門は飛原先生と同じく機械工学の熱システムですが、私のほうは、むしろ燃

焼とか動力システム、要するにエンジンの研究を主にやっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○吉田省エネルギー課長 
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 ありがとうございました。 

 前回に引き続きまして、今回もペーパーレスで委員会を実施いたします。 

 資料につきましては、メーンテーブルの皆様に配付しているｉＰａｄにて閲覧いただければと

思います。 

 動作確認のため、ｉＰａｄにて、資料の例えば１が開けるかどうかご確認いただけますでしょ

うか。 

 もし、動作にふぐあいがございましたら、会議の途中でも結構でございますので、事務局まで

お知らせいただければと思います。 

 それから、すみません、事務局の不手際で座席表に若干変更がございます。座席表を見ていた

だけますでしょうか。 

 山川委員の隣に飛原委員にご着席いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの議事の進行は、中上委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 あと、これより先のカメラ撮影、すみません、ご遠慮いただくようにお願いいたします。 

○中上委員長 

 前回は、小口輸送の効率化について熱心にご議論を頂戴いたしました。 

 お忙しいところ、プレゼンテーションでお三人の方からご説明していただきましたけれども、

皆様からの貴重なご意見を頂戴いたしまして、それを今回また取りまとめた段階で皆様にお諮り

願いたいと思いますけれども、この小委員会は、今日の位置づけは、中間取りまとめの骨子案を

今日ご審議いただいて、とりあえずご承認いただきたいということが骨子でございますが、その

案につきましても、皆様のご議論を踏まえて事務局のほうで取りまとめさせていただきまして、

お配りしてあると思います。こちらについてご議論いただくことが今日の中心のテーマになろう

かと思います。 

 それとともに、ご案内のように、何人かの委員の先生方には実際にリーダーをとっていただい

たりしておりますけれども、本小委員会のもとで幾つかの具体的な省エネ政策の課題について検

討を同時並行的に進めさせていただいております。 

 そういった省エネ政策の進捗状況ということで、今年度の省エネ政策の進捗についても事務局

から皆様にご紹介、あるいはご説明していただこうと思っております。 

 さらに、ご案内のように、平成29年度の当初予算案につきましては、12月22日に閣議決定され

たことを踏まえまして、概要について事務局よりご報告を頂戴したいと思います。 

 本日も、いつものとおり、委員の皆様、あるいはオブザーバーの皆様から活発なご意見を聞か
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せていただければと思っております。 

 

２．議事 

（１）省エネルギー小委員会 中間取りまとめ（案） 

 

○中上委員長 

 それでは、これより早速議事に入りたいと思います。 

 まず議題１でございますけれども、省エネルギー小委員会の中間取りまとめ（案）につきまし

て、事務局よりご説明をお願いします。 

 本日の案は少しボリュームがございますので、３の「省エネポテンシャルの開拓に向けて」と

いうところまでを１番とさせていただき、２以降につきましては、また分けてご説明いただいて、

時間を分けてご議論を頂戴したいと思っています。 

 それでは、まず事務局より説明をお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。 

 資料１、「省エネルギー小委員会中間取りまとめ（案）～省エネポテンシャルの開拓に向けて

～」というページをご覧いただければと思います。 

 早速ですけれども、１ページをおめくりいただきまして、目次をご覧ください。 

 大きな構成は、前回お諮りしました骨子案と変わっておりませんが、まず最初に、全体をざっ

と見たいと思います。 

 最初に、「はじめに」というのがございます。これは、この中間取りまとめの位置づけについ

て明確にするために新たに設けました。 

 それから、１ポツは「検討の背景」。これは骨子にもございましたけれども、ミックス達成に

向けて原単位の改善が重要であるということについて、データも加えまして加筆しております。 

 ２ポツは「これまでの取組」ということで、産業トップランナー制度、それから事業者クラス

分け評価制度について書いております。これは前回の骨子にもございましたが、実績等、数字な

んかも含めて少し加筆しておりますので、後で詳しくご説明をいたします。 

 それから、３ポツ。これは今回新しいご提案ということで小委員会からいただく部分でござい

ますが、「省エネポテンシャルの開拓に向けて」と題しまして、大きく２つございます。 

 （１）が「事業者の枠を超えた省エネの促進」ということで、連携省エネ等について記述した

部分でございます。 
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 それから、（２）番が「サードパーティの活用」ということでございます。 

 （１）番の連携のほうにつきましては、前回の小委員会のご指摘も踏まえて少し加筆しており

ますので、後でご紹介いたします。 

 それから、（２）番のサードパーティのほうは、事例を少し加えております。 

 例えば、目次でいいますと、（２）の②番とか④番です。エネマネ事業者、あるいは省エネ相

談地域プラットフォーム等については書き加えておりますし、あと６番に荷主という項がござい

ますけれども、これは前回に荷主についてプレゼンテーションも含めてご議論いただきました。

その結果をまとめておりますので、全く新しく記述した部分でございます。 

 最後に、「おわりに」をつけ加えまして、この小委員会の報告ということの案として出させて

いただいております。 

 まず最初に、今委員長からもございましたけれども、３ポツの（１）のところまで、前半部分

についてご説明をしたいと思います。 

 ページを１枚おめくりください。 

 まず、「はじめに」でございます。 

 先ほど申しましたように、この中間取りまとめの位置づけを書かせていただいております。 

 結論から申し上げますと、４月にエネルギー革新戦略、この小委員会の第１回のところでもご

説明しましたけれども、エネルギー革新戦略の中で今回ご議論いただいた内容について具体的に

審議をしていただけるように委ねられた形になっておりますので、その辺について明記をしてい

る部分でございます。 

 最初のパラグラフのところは、４行目あたりに出てきますが、エネルギー基本計画、その考え

方を踏まえてできました長期エネルギー需給見通し、エネルギーミックスにおいて非常に大きな

目標が示されているということを書いています。 

 ９行目ですけれども、このエネルギーミックスの実現に向けて、「技術の革新」「プレーヤー

の革新」、あるいは「仕組みの革新」、こういった新たな視点を的確に捉えて、省エネ、再エネ

を初めとする関連制度を一体的に整備するエネルギー革新戦略、これはこの春４月に策定され、

公表されております。 

 13行目ですけれども、「エネルギー革新戦略」では、省エネをさらに徹底するために、産業・

業務部門については産業トップランナー制度等々、この後二、三行続いておりますが、各部門に

ついてさまざまな施策を重要施策として掲げております。17行目でございますが、重要施策とし

て掲げています。 

 これに加えて、下線部分でございますが、新しいアプローチということで、成長戦略との一体
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化を念頭に原単位ベースの省エネの重視、それから企業間の相互連関の深化を踏まえた連携省エ

ネの推進、それから民間の省エネ支援事業者の活用、これはこの小委員会ではサードパーティと

いうことでご議論いただきましたけれども、民間の省エネ支援事業者の活用、この３点について

具体策の検討をこの本小委員会に委ねたという形になっております。 

 最後の22行目ですけれども、この方針を受けて、この小委員会において、エネルギー使用の合

理化等に関する法律、省エネ法の規制、それから省エネ補助金等の支援措置、この両面から制度

的対応について検討を進めていただきまして、ここに中間取りまとめとして策定したと、こうい

う位置づけにさせていただいております。 

 ページを１枚おめくりください。 

 続いて、「検討の背景」でございます。 

 冒頭のところは骨子においても記載させていただいたところですが、エネルギーミックスで非

常に高い目標、キーワードを申しますと5,030万キロリットル、それから５行目にＧＤＰ当たり

のエネルギー効率の35％改善と、こういう非常に大きな目標を掲げているということをまず紹介

しています。 

 その下のグラフは、それをデータとして裏づけているもの、あるいは図表化しているものでご

ざいます。 

 それから、３ページをご覧いただきたいと思います。 

 この目標を達成するに当たって、現状でございます。 

 これは小委員会の２回目でもご説明しましたけれども、我が国のエネルギー効率というのは世

界最高水準である一方で、1990年代以降は改善のペースは鈍化している。一層の省エネ取り組み

が不可欠だという状況です。 

 その下に図４のグラフがございますけれども、日本はオレンジ色のグラフでありまして、イギ

リスには2000年代半ばに抜かれております。最近、ちょっと停滞ぎみであるということ。 

 14行目あたりに書いておりますが、最終エネルギー消費の４割以上を占めている製造業につき

ましては、特にエネルギー効率の改善のペースは鈍化している。1990年代以降は停滞傾向だと。

これも小委員会に資料としてご提出しておりますけれども、図５にございますように、赤い線で

す。これはＩＩＰの原単位、生産指数当たりのエネルギー消費ですが、これも1990年以降、停滞

しているということを示しております。 

 最後、27行目からですが、ここは省エネ法のデータを紹介しています。 

 製造業が４分の３を占める省エネ法の特定事業者さん、1,500キロリッター以上の大きな事業

者さんですが、その方々のデータを見ますと、約３割の事業者の原単位の改善率は、省エネ法が
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目標としている年１％を下回るか、あるいは次のページですけれども、悪化という状況でござい

ます。 

 こういったところを踏まえますと、エネルギーミックスの大きな目標達成に向けて、各事業者

に、なお一層の努力を促すとともに、「エネルギー革新戦略」が示した事業者間の連携による省

エネの促進など、新たな手段の活用も積極的に検討する必要があるのではないかと、こういう状

況認識を書かせていただきました。 

 それから、下の段ですが、16行目であります。 

 製造業が中心である産業部門以外の部門について見てみますと、ここについてもエネルギーミ

ックスは大変大きな省エネを求めております。 

 これらの部門は、省エネ法の直接的な規制が産業部門ほどには及んでいない。 

 これは下に図７がございますので、見ていただければと思いますが、省エネ法は直接工場等に

原単位の改善などをお願いし、かつ報告等をお願いしている者の割合ですけれども、産業部門に

おいては、エネルギー消費ベースでいいますと９割を対象にしています。 

 一方で、業務部門については４割程度ということで、製造業以外のところというのは、直接的

な規制が産業部門ほどにはできていないと。 

 こういったことを踏まえますと、本文のほうに戻っていただきますと、19行目あたりですが、

「エネルギー使用者の努力に加えて」─下線を引いております。「その使用者に働きかける

ことができる者」─サードパーティということで、この後論述しておりますけれども、「サ

ードパーティに対するインセンティブの付与等を通じた省エネの深掘りが特に有効ではないか」

ということを書かせていただきました。 

 その後続いておりますけれども、また、省エネ支援事業者、サードパーティは専門知識を持っ

ていると。専門知識をうまく生かしていくということは、ＩｏＴ等の革新技術の積極的な活用に

もつながるということで製造業、非製造業を問わず、省エネのさらなる深化への貢献が期待でき

るのではないか、こういう見方を書かせていただきました。 

 以上が「検討の背景」ということでございます。 

 まとめますと、前段のほうでご説明したのが新たな取り組みということで、連携省エネにつな

がる背景、それから後段のほうでご説明したのが、サードパーティの活用につながる背景という

ことで２つ書かせていただいたところでございます。 

 続いて、５ページをご覧いただきたいと思います。 

 「これまでの取組」ということで、目次のところでも申し上げましたけれども、産業トップラ

ンナー制度とＳＡＢＣ評価制度、これについてそれぞれ書かせていただいています。 
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 基本的には、前回骨子で書かせていただいたことと同じでございますけれども、幾つか加筆し

たところがございますので、そこを中心にご説明いたします。 

 まず５ページ、①番の「産業トップランナー制度」のところでございますが、下線を引いてい

るところは前回と同じでして、ここについては方向性がはっきりしておりまして、３年以内に全

産業のエネルギー消費の７割に拡大する。この小委員会でも何回かご説明していますが、こうい

う大きな方針に基づいて、今流通・サービス業への拡大ということで引き続き努力をしておると

ころでございます。 

 その具体的な努力の状況ということで、具体的には、以下について加筆をしております。 

 2016年４月に導入されたコンビニエンスストア業に続いて、2016年度においては、ホテル、ス

ーパー、百貨店、貸事務所、ショッピングセンターへの導入、これが本小委員会のもとに設置さ

れている「工場等判断基準ワーキンググループ」、ここで検討されているということを書かせて

いただきました。 

 続いて、７ページをご覧ください。 

 ２つ目の「事業者クラス分け評価制度」について書いている部分でございます。 

 ここについても基本的には変わっておりません。６行目、下線を引いておりますけれども、優

良事業者の選定基準を見直して、事業者の称揚をより効果的に実施する。これは小委員会でもご

指摘をいただいたところでございます。 

 また、支援制度との連携もさせることで、事業者の自主的な省エネ取り組みをさらに促進して

いきたい。ここは、優良事業者に対して、こういうことをしていくということでございます。 

 また、その後ですが、停滞事業者については少し加筆をしております。 

 2016年度は、５月末に1,207事業者に対して注意喚起文書を送付した。これは、小委員会でご

報告したとおりでございますけれども、注意喚起文書を送付しております。また、500の事業者

さんについて現地調査を実施しています。 

 これら停滞事業者さんにつきましては、10行目、11行目あたりですけれども、省エネの進まな

い現状や理由を国としても詳細に把握・分析し、事業者の実情を踏まえた支援を強化するととも

に、必要があれば省エネ法に基づく追加的な措置も検討することによって、本制度が事業者の省

エネ取り組みを一層促進する制度になることが期待されると書かせていただきました。 

 骨子の段階では、停滞事業者については、「きめ細かな対応をする」とだけ書かせていただき

ましたけれども、実際現地調査も進めておりますので、その状況を把握・分析して、支援の強化、

それから省エネ法に基づく措置、こういったこともしっかり検討していくと、少し具体的に書か

せていただきました。 
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 それから、15行目からですが、これは新しく加筆したところでございます。 

 第１回の小委員会でＢＥＭＳのデータ、これを公開しているということをご紹介いたしました。 

 同じように、データをどんどん公開していくことが今申し上げた事業者さんの自主的な取り組

みの促進に役立つのではないかということで新たに加筆したところでございます。 

 読ませていただきます。 

 15行目からですが、事業者の自主的な省エネ取り組みを促すためには、省エネ取り組みの水準

を業界内・地域内等で自己診断できるようにすることも肝要であると。このため、各企業から提

出された定期報告データを業種・規模・地域等の観点から整理して公表するなど、省エネ関連デ

ータのオープン化を通じて、事業者による自主的な省エネ取り組みを促進するための検討を引き

続き進めていくことも期待されると。 

 クラス分け評価制度自体が各事業者さんに自分の立ち位置を確認いただいて努力を促すという

ことでございますので、その補完になるように、定期報告のデータなんかをうまく活用して、

我々も公表して、事業者さんのさらなる努力に役立てていただければということで加筆させてい

ただいたところでございます。 

 ７ページをご覧ください。 

 ここから先が「省エネポテンシャルの開拓に向けて」というタイトルをつけておりますが、新

しい取り組みということで、この後に２つ出てまいります。 

 １つは連携省エネ、もう一つはサードパーティでございますが、まず前半の連携省エネのとこ

ろまでご説明させていただきます。 

 ７ページ、11行目から書いているところは、この後の２つのテーマを考える上での基本的な考

え方を述べさせていただいているところでございまして、前回、骨子のところでも、もう既にご

紹介したことと変えておりません。 

 簡単に申し上げますと、15行目、16行目あたりですけれども、事業者さんの一層の創意工夫を

引き出すことが求められると。成長と両立する省エネを積極的に推進する方向で、省エネ法や支

援策のあり方について検討していくべきだと。 

 特に、ここは連携省エネを意識して書いておりますけれども、そういう形で柔軟性を持たせる

ということで、事業者さんの創意工夫を一層引き出す。成長と両立する形の省エネを進めると、

そういう基本的な方向性を書かせていただいております。 

 それから、29行目、ここから後は主にサードパーティを念頭に置いて書いている部分でござい

ます。下線引いているところでございますが、これらの主体に直接働きかけることのできる者。

ページをめくっていただきまして、サードパーティのビジネスを活用した省エネの推進について
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も新たに検討すべきだと書かせていただいております。 

 こうしたアプローチは、省エネビジネスの創出・拡大にも寄与するということで、成長と省エ

ネとの両立をうたっております「エネルギー革新戦略」の考え方とも合致するというまとめ方を

しております。 

 以上の基本的な考え方のもと具体的な話ということで、８ページ目の８行目以下の議論に移っ

てまいります。 

 まず（１）番、「事業者の枠を超えた省エネの促進」、連携省エネについてでございますが、

連携省エネについても２つに分かれております。これも骨子のときと変わっておりませんけれど

も、まず①番として、「業界・サプライチェーン単位での省エネ取組」ということでございます。 

 まず、14行目から21行目あたりまで、ここは第３回の小委員会でプレゼンテーションいただき

ました具体例、これについて簡単にまとめたところでございます。 

 例えば、14行目あたりからでございますが、複数の事業者さんが協力して、工程の一部を特定

の事業者に集約することで全体の生産性を向上させる例。 

 あるいは、その後ですけれども、個々の事業者では小規模にとどまるエネルギー需要を調整者

が複数の事業者について束ねて、大型で高効率なコージェネレーションシステムを導入する事例、

こういった事例についてご報告がございましたので、そのあたりを具体例として書かせていただ

きまして、こういったことを促進することが省エネポテンシャルの引き出しにつながるんじゃな

いかというふうに書かせていただきました。 

 あと22行目からですが、これはちょっと加筆した部分でございます。 

 これも小委員会のもとに設置されたワーキンググループですが、「工場等判断基準ワーキング

グループ」。ここでは、業界で標準化が進められているモデルベース開発、あるいは射出成形機

のデータ連携について議論が行われておりまして、具体的には省エネ法の「中長期計画の作成の

ための指針」というところにそれぞれ位置づけをいたします。各事業者さんに書いていただく中

長期計画のモデルになるようなものでございますが、そこにこういうデータ連携、業界の中の連

携を進めている事例ということでモデルベース開発と射出成形機というものを取り上げて、今回

新たに位置づけを検討しておりますけれども、こういった取り組みも、ここで議論するような業

界内の連携促進の１つの事例だと思いますので、先ほどの事例と並べて、あわせて加筆させてい

ただいております。 

 以上のような事例を念頭に置いて、小委員会としてのご提案ということで30行目あたりから書

かせていただいておりますが、個々の事業者ごとの省エネ努力に着目し、原単位の取り方によっ

てはこのような取り組みを適切に評価できていない現行の省エネ法や支援策について、必要な見
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直しが検討されるべきであると。 

 ここで30行目の最後ですが、「原単位の取り方によっては」ということを書かせていただきま

した。ここは、先にページをめくっていただきまして、具体例ということで、今の省エネ法等の

中で連携した省エネが適切に評価できていない事例として、前回、Ａ社とＢ社で工程を集約する

と。上工程のところを、この絵ではＡ社の上工程を廃止して、Ｂ社の上工程に集約すると。下工

程は、Ａ社、Ｂ社それぞれ引き続き行うわけですが、Ａ社としては上工程をやめるという事例を

ご紹介しました。 

 委員からのご指摘の中で、こういう事例で、ここではＡ社が省エネ、Ｂ社が増エネと書いてお

りますが、こうならない事例、両方とも省エネということで評価できているのではないかという

ご指摘がありまして、そういうことから、この事例を挙げるのは余り適当ではないのではないか

というご指摘をいただいたところです。 

 そこは、下に原単位の計算ということで細かな数字がいろいろ書いていますが、原単位の取り

方次第ではないかということを中で議論しておりまして、考えているところでございます。 

 原単位の取り方によっては、前回、委員からございましたご指摘のように、Ａ社、Ｂ社とも現

行の制度でも両方省エネということで評価できる例もあるかと思いますが、一般に、原単位の計

算によっては、下に表が書いておりますけれども、この事例のように、Ａ社は原単位が改善する、

Ｂ社は原単位が悪化すると。全体では、もちろん原単位は改善しているんですがというような事

例もあるのではないかと。 

 原単位の取り方次第で十分評価できていない事例というのがあるんじゃないかということで、

この図について詳しく解説させていただくという対応をとらせていただき、また本文においても、

先ほど申し上げましたように、原単位の取り方によっては十分評価できていないことがあるので

はないかという説明にさせていただいたところでございます。 

 ページを戻っていただきまして、８ページの最後のところでございます。 

 32行目の一番最後の「なおその際」というところで少し加えておりますけれども、事業者の連

携として認められるべき範囲や条件については、連携の強さ等を踏まえた検討が必要であると。

ここも前回の委員会のご指摘を踏まえて書いたところでございます。前回の委員会で、事業者の

連携といっても、いろいろな範囲、場合があると。 

 １つは、製造段階と消費段階、ここも含めて連携ということも考えられるんじゃないかとか。

確かに、ここは考えてみると、いろいろな連携があり得ると思います。 

 一方、技術的に連携を適正に評価できる範囲というのもおのずからあるのかなと思っておりま

して、ここでは、具体的なところはこれから検討することになりますけれども、連携の範囲だと
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か条件について、ここでは33行目の最後のところですが、連携の強さ等を踏まえて具体的に考え

ていきたい。どこまでの範囲を認めるか、あるいはどんな条件をつけるかということについては、

連携の強さ、これを１つの判断基準として考えていきたいという書き方をさせていただきました。 

 また、この後ご審議いただきたいと思います。 

 ページをおめくりいただきまして、９ページでございます。 

 連携の２つ目の事例ということで、「グループ会社単位での省エネ取組」ということも書かせ

ていただいております。これも前回の骨子と同様でございますが、例えばということで、持株会

社傘下のグループ会社全体で一体的にエネルギー管理を行う事業者も存在するということで、こ

れに対応していこうということでございます。 

 17行目の最後のところ、2008年というのがございますが、2008年の省エネ法の改正においては、

省エネの取り組みが工場や事業場の単位を越えて行われている実態に対応して、個々の工場・事

業場単位の規制から事業者単位の規制に移行したというのがございます。このような個々の事業

者の枠を超えたグループ単位の─今回議論しておりますようなグループ単位の取り組みにつ

いても、2008年にあったような実態を踏まえた対応、同様の対応が求められるんではないかとい

う書き方をさせていただきました。 

 その後、「なおその際」。これは今回加筆したところでございますが、こちらについても、一

体化が認められるべきグループの条件というのは、この後具体的な話をするときに問題になると

思います。 

 そこにおける視点でございますけれども、一体化が認められるべきグループの条件については、

エネルギー管理の実態を踏まえた検討が必要であると書かせていただきました。 

 我々ここで注目したいのは、あくまでもエネルギー管理が一緒に行われているかどうか、その

視点だと思います。持株会社傘下であればいいというものでもないと思いますので、そこで１つ

視点を加えさせていただきまして、明記をさせていただいたということでございます。 

 この後はサードパーティの話に移りますので、後ほどまたご説明したいと思いますが、一旦こ

こで事務局からの説明を終わらせていただきます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 本件の該当する点につきまして、豊田委員のほうから何か意見書が出ているというふうにお伺

いしたんですが、ございましたらご説明をお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 参考資料１をご覧いただきたいと思います。豊田委員からの意見書でございます。 
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 今の連携省エネとの関係では、１ポツのところでございますが、「事業者の枠を超えた省エネ

の促進」。 

 読ませていただきます。 

 事業者の枠を超えた省エネの促進は、エネルギー利用の実態や、エネルギー管理の実態に即し

ており賛成である。事業者がこれらの制度を積極的に利用して、さらなる省エネにつながるよう

制度設計をお願いしたい。省エネ法における特例にとどまらず、こうした努力を支援する金融支

援制度をつくることが望ましい。 

 続いて、参考資料２でございますが、市川委員からの意見書でございます。今ご説明した範囲

では、２ポツが関係あると思います。「事業者クラス分け評価制度」。 

 事業者の自主的な取り組みをさらに促進するために、選定基準の見直しや支援制度と連携する

ことに賛成します。加えて、対象を特定事業者にとどめるのではなく、それ以外の事業者につい

ても評価制度に参加したくなるような仕組みにしていくことで省エネが進むことを期待します。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま事務局からご説明いただきました内容につきまして、ご意見、ご質問等が

ありましたら、どうぞお願いいたします。 

 松村委員。 

○松村委員 

 別に報告書を修正してほしいということではないのですが、若干残念というか、先ほどの上工

程、下工程のところで、具体的に大きな声があったので、その例を落とせなかったという事情は

よくわかるんですが、先ほどのご説明だと、原単位の取り方によっては問題が起こることがある

ということだから、逆に言えば、原単位をまともに取れば問題は起きないと。今回の追加措置は

不要だという、そういうことになっちゃうわけです。 

 だけど、今回出てきたのは、もう少し意欲的なというか、後半に当てはまることを踏み出そう

と頭の整理を一歩したということだと思ったんですが、あの例に固執した結果として若干後退色

が出ちゃったというか、原単位の取り方が変だと問題が起こるのをちょっと救済します。 

 本当は原単位を変えればいいんだけどという、そういうことになっちゃって若干残念ですが、

もうこの段階で直してほしいということは言いませんので、引き続きもう少し広い範囲の合理化

というのもターゲットに置いて今後も議論していただければと思いました。 

 以上です。 
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○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 業態がまたがったりすると、なかなか微妙な問題も生じてくると思いますから、そこは慎重に

また定義していただければと思いますので、また後ほど事務局のほうから何かあれば、お答えし

たいというふうに思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 川瀬委員。 

○川瀬委員 

 サードパーティに対する説明で、例えば４ページでサードパーティに対するインセンティブを

付与するとあり、 

 と10ページにはサードパーティに対する適切な動機を与えるとありますが、このインセンティ

ブとか動機というのを具体的に説明していただけるでしょうか。 

○中上委員長 

 わかりました。これも後ほど事務局のほうからお答えしていただきたいと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 木場委員。 

○木場委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 大変わかりやすかったんですが、政策に入る前の前提の資料のところについ細かいところで恐

縮ですが、８ページのクラス分けのＳＡＢＣについて、私含め一般の者が、さあ勉強しようと思

ったときに、まずＡの説明なんですけど、ＳにもＢにも該当しないという割と大ざっぱな説明な

っています。これですと、Ａクラスは努力目標は達成しているのか。Ｂはしていないになってい

るから、その間として全部達成した人が入っているのか、全部達成していない人が入っているの

か、まじっているのかというのもわかりにくいですし、これを一般的な事業者と銘打つのであれ

ば、何が一般的かというのがわかるような説明をもう少し欲しいと感じました。 

 それからＳでもＢでもないのがＡなら、Ｃは何なんだろうと思うのですが、どうも説明を読む

と、ＣはＢの中に包括されているけれども、今特出ししているけれども、本当はＢの中で特に判

断基準遵守状況が不十分であるということであれば、図を描くときにＢの中に入っていたほうが

わかりやすいと思います。このあたり一般の者にもわかるようにもう少し丁寧にできないのかと

いう感想を持ちました。 

 あと、文言のことで恐縮ですが、出だしのところで「石油危機後並」という言葉が漢字で並ん
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でいるんですが、この表現をもう少し丁寧に「石油危機後と同等の」とか、何かそういうふうに

易しく表記していただけるとありがたいと思いました。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。これも後ほどまたコメントしていただきたいと思います。 

 それでは、ほかにございませんでしょうか。 

 奥村さん。 

○奥村オブザーバー 

 ４ページの図を見ていただければわかるように、業務部門については、「規制対象」というの

は若干言葉が、もうちょっと解説が必要なんですけれども、が４割になっていて、その他がまさ

に空欄のところがかなり多いんですけれども、今回の対策では、ここの部分をサードパーティで

と。これ自身は非常にいいことだと思うんですけれども、前にもちょっと申し上げていますけれ

ども、この空欄になっている部分について、上の文章で言えば、「各部門のエネルギー使用者の

努力に加えて」の、この各エネルギー使用者の努力をもう少し引き出すような対策というのも

─まあ、今回は難しいのかもしれませんけれども、ご検討いただいたほうがいいのではない

かということでございます。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、藤井さん。 

○藤井オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 これまで鉄鋼連盟としましては、全体最適の観点でまとめてほしいということをかなり要望し

てきたと思いますけれども、今回のこの案の中の８ページのところに、業界の連携含めて、その

辺の検討も必要だという記述があって、非常にありがたいなというふうに思います。 

 前回の委員会で、当連盟の手塚が自動車の燃費を上げるときに、薄くて軽くて丈夫でという加

工性のいい鉄をつくろうとすると、どうしてもエネルギーがかかってしまうと。加工、制作する

のにもいろいろ製造コストがかかってしまう、エネルギー消費がかかってしまうということに対

して、世の中全体として車の燃費が上がることによって省エネが進むのであれば、そこは評価し

ていただきたい、そういう仕組みをつくっていただきたいということを意見述べましたけれども、

その部分がこの報告書の案の中に反映されていて非常によろしかったかな、ありがたいなという
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ふうに思ってございます。 

 ただ、クラス分け制度のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃとございますけれども、業界でいきますと、加工性が

よくて、軽くて丈夫な鉄をつくったときに、制作するエネルギー使用量がふえて原単位が悪くな

ってしまったときに、世の中のために頑張っているんだけれども、悪くなったからＢクラスとい

う評価をされて、いろいろな諸施策から置いてけぼりにされるようなことがあると非常に問題だ

と思っておりますので、ＳＡＢＣの評価もその辺も踏まえた形に検討していただければなという

ふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 確かに、一応社会的な効用も評価しながら記述はしてございますけれども、全体としてどうな

るのかという点について、若干曖昧なところがあるかもしれませんので、また後ほどコメントし

ていただきたいと思います。 

 それでは、塩路委員。 

○塩路委員 

 ありがとうございます。 

 今日初めて参加して、いろいろなお話をお伺いして、ケース・バイ・ケースでの対応となり、

多様な省エネを実現するというのは非常に難しいと思うんですけれども、今回、それらにかなり

配慮してフレキシブルな対応をまとめていただいているなというふうに感じました。その中で、

先ほど来ご意見のあったサードパーティだとか、あるいは原単位だとか、ここではどう定義する

のかということを明確にして、よく答申などでは後ろのほうに注か何かでまとめたりしているん

ですけれども、そういうようなわかりやすい配慮をお願いしたいなというふうに思いました。 

 今、鉄の話があって、ついでに少し思いついたのですが、私の関与していた石油についてもオ

クタン価を上げるということに対して、石油側では非常にコストがかかるものの、自動車の燃費

改善が進み、世の中全体として省エネになるということがあります。こういうことも恐らく含ん

で書かれているんだろうなと思います。そういう事例はほかにもいっぱいあると思うので、その

辺も配慮いただきたいと思います。 

 最後に、最初の「はじめに」というところを初めて読んだときに、皆さん、これ当然のように

思われているんですか。基準年について、要するに、最初のところに「改善」ということがあっ

たり、「石油危機後並」って先ほどご指摘ありましたけれども、ちょっと曖昧な表現ときっちり

した数字とが混在して書かれているような気がします。基準年が一体どこにあるのかということ
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は、エネルギー基本計画なり、そういうところで書かれているんだと思いますけれども、ここに

も一言でも書いておいていただいたほうがわかりやすいかなと思います。また、図２では35％改

善として、これを見ると、20年で35％の線形に引いてありますから、まあ、どこが基準年でもい

いのかなとも思いますけれども。 

 いずれにしても、どういうふうに考えるのかが重要です。ただ、どこか基準年を設けておかな

ければ、評価するときに非常に難しくなりますので、そのあたりも考慮いただけたら読みやすい

んじゃないかなと思いました。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 石油危機後、いろいろな事象が発生しておりますので、とり方によっては数字の意味が違った

りしますから、今おっしゃいますようなことは少し慎重にきちっと記載させていただきたいと思

います。 

 それでは、飛原さん。 

○飛原委員 

 飛原でございます。 

 今日出欠のほうを間違えて出してしまったようで、事務局の方には大変ご迷惑をおかけして申

しわけございません。 

 意見でございますけれども、今の塩路委員と似たようなところがあるんですけれども、図４と

か図５、これは背景になっているんですけれども、図４であれば、基準年というか、横軸の一番

左を1971年ぐらいにとっておられますから減っているように見えるわけです。でも、実際1980年

とか1990年をとれば、日本は全然減っていないということが明確にわかるわけで、省エネは進ん

でいないぞということが多分わかると思います。 

 下も同じです。製造業のエネルギー消費量ですけれども、ＩＩＰ単位の原単位なんか見ている

と、1980年ぐらいからは、もう全く平らになっていて原単位は下がっていないということがわか

ります。 

 ですから、これもどういう図を示すかによって、最近の日本の省エネが進んでいるのかどうか

ということが、まるで印象が違うわけでございますので、これを示せば省エネは進んでいるけれ

ども世界のトップじゃないという、そういうことをおっしゃりたいんだと思うんですけれども、

ここ20年、あるいは25年を─まあ、30年でもいいんですけれども、見ると、ほとんど省エネ

は進んでいないということがわかるわけでありまして、どちらに力点を置いて説明したいかにも

かかるんですが、私は、事業では日本はもうそんなトップクラスではないと、それから省エネも
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全然進んでいないんですよみたいなことをよく言うんですけれども、この辺のトーンの出し方と

いうのも、もう少し控え目でもいいんじゃないかという気が私はいたします。 

 それから、最後のほうでおっしゃっていた事業者をグループ化する話なんですけれども、これ

はグループ化すると特定事業者になってしまうとか、そういうことになるんでしょうかというの

は質問です。 

 あるいは場合によっては、特定連鎖化事業者とかって、フランチャイズ店なんかはそういうふ

うに定義されていますけれども、そういった新しい定義のグループ化というのがこれでなされる

のかというのを余りよく知らないので教えてください。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 実は、日本の省エネがトップかどうかというのは、世界中でも非常に議論があるようでござい

まして、昨年度のＡＣＥＥＥというアメリカの国際的な省エネ機関が評価した結果でいきますと、

昨年、日本は先進国中６位だったんですが、去年は２位に上がっているわけです。トップは、ど

うもドイツのもあるようでありますが、何を基準にして、どういう評価をしたかによって、この

数字は動きますから、おっしゃるとおり誤解が生じないような形で整合性がとれるような数値で

まとめていただきたいと思います。 

 わかりました。ありがとうございました。 

 ほかに。 

 春山さん、お願いします。 

○春山オブザーバー 

 日化協の春山でございます。 

 先ほどの豊田委員と、それから鉄連の方の意見とほぼ同じなんでございますけれども、「事業

者の枠を超えた省エネ」ということを今回言っていただいて、これは非常にありがたいことで、

我々も企業経営の多様化という意味では、こういう枠を超えた考え方を導入するということは非

常に重要だろうというふうに思っています。 

 特に我々日化協の場合は、エネルギー多消費型のコンビナートがございまして、コンビナート

の考え方というのは、だんだん１社だけでは考えにくい。エネルギーをどうやったら有効に使え

るかというのは、まさに事業者の枠を超えた省エネの考え方を入れながら全体の最適化を図って

いくということだろうと思います。そういう意味では、ぜひこれを前向きに考えていただけるの

はありがたい。 
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 それから、もう一つ突っ込んで言えば、グループ会社だけではなくて、コンビナートの場合は、

もう完全に系列が違っている会社同士の省エネというか、エネルギーの有効利用というのも考え

られるような気がします。 

 そこへ入り込む考え方というのも一考かなと思いまして、グループ会社の枠を超えて、さらに

Ａ社、Ｂ社、それぞれコンビナートの中で位置する会社の総合的なエネルギーの有効利用、これ

を考えられるような仕組みというのもあっていいかなという、ちょっと意見みたいになりました

けれども、一考していただければと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 枠を超えるということは、経営者がかわったりしますので、データの扱い上、いろいろ難しい

問題もあろうかと思いますけれども、ぜひそういった方向でご協力いただけるならば、さらに枠

を考えることは、いろいろな可能性があるのではないかと思います。 

 それでは、時間も押してきてしまいましたので、ここで事務局のほうからコメントできる点に

ついてお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 ご指摘ありがとうございました。 

 ご指摘に対して、この場で答えられることを幾つか申し上げたいと思います。 

 まず、松村委員から上工程、下工程の事例との関係で、「原単位の取り方によっては」という

記述がやや消極的な受け取り方になるのではないかというお話があったと思います。 

 我々意図しているのは委員と全く同じでありまして、これは広く取っていきたいと。新しい省

エネを開拓していきたいという意図で書いておりますので、そこは委員ご指摘のとおり、全く

我々もそういう理解をしております。 

 表現ぶりとして非常に消極的な感じになっておりますのと、あと「原単位の取り方次第」とい

うふうに書きましたけれども、実際に、この連携省エネが適切に評価できるような原単位、そこ

まで工夫した原単位を取っておられる例というのは、今余りないと思います。 

 かつ原単位を１回決めてしまうと、そう簡単に変えられませんので、現状多くの方は、ここで

指摘したような適切な評価ができない状態になっているのではないかというふうに思いますので、

そこも含めて、この表現については少し考えていきたいというふうに思います。 

 それから、川瀬委員、それから塩路委員からサードパーティについてのお話がございました。

これについて、インセンティブは何をイメージしているのかというようなご指摘ございましたけ



 19 

れども、これについては後半のほうで事例が出てまいりますので、そこでもう一度ご説明したい

と思います。 

 それから木場委員、それから塩路委員からも表現について、わかりやすさというご指摘をいた

だきました。ご指摘のとおりだと思います。Ａ評価のところがわかりにくいだとか、あるいはＣ

とＢの包含関係とか、その辺少しわかりやすくしていきたいと思いますし、基準年についても、

できる限り記述していきたいというふうに思います。 

 それから、奥村オブザーバーから業務部門の、まず規制対象の表現については確かに不正確で

ありますので、そこはちょっと加筆したいと思います。 

 それから、直接的な規制を受けていない方自身の努力については、前々回から奥村オブザーバ

ーからたびたび指摘を受けておりますので、そこも引き続き考えていきたいと思います。 

 それから藤井オブザーバー、それから春山オブザーバーから連携の省エネについて評価をいた

だきまして、ありがとうございました。ここについては、本文にも書いておりますけれども、連

携の強さ等をどこまで評価できるか、技術的なところもございますので、そこも含めてこれから

考えていく必要はあると思いますけれども、基本的な考え方としては、それぞれご意見いただい

たように、我々も幅広く見ていきたいと思いますので、今後具体化の中で引き続き検討したいと

思いますので、ご協力いただければというふうに思います。 

 それから、飛原委員からグループ化のところについてご質問がありました。今フランチャイズ

の形態については、特定連鎖化事業者ということで規制の制度がございますけれども、今我々こ

こで考えているグループ化というのは、既に特定事業者の方が、例えば一体的にエネルギー管理

をしているということで、一体として報告したい、あるいは評価してほしいということについて

できる、そういうこともできるという形で入れたいと思っていますので、これによって新たに規

制されるという人が出てくるということはないというふうに思っております。あくまでも事業者

さんの柔軟性を高めるという意味で新たに入れたいという制度でございますので、ご理解いただ

ければと思います。 

 あと飛原委員からもう一つ、最初のほうの現状認識のところで、どこに力点を置いて説明する

のかによって文章を工夫したほうがいいんじゃないかというご指摘だと思います。そこは、また

この後、文章修正の中で考えてまいりたいと思います。 

 すみません、十分お答えになっていないかもしれませんけれども、とりあえず事務局からのご

回答とさせていただきます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、残りの部分がございますので、残りの箇所について、また事務局よりご説明を頂戴

したいと思います。よろしくお願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 資料１の10ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 10ページ目、（２）番「サードパーティを活用した省エネの掘り起こしと深掘り」という欄が

ございます。 

 最初に絵がございますが、ここに産業、業務、運輸、家庭と、省エネ全体を分類したときに、

これから具体的な事例として、６つのサードパーティを活用した事例が出てまいりますけれども、

それぞれどういう位置づけになるかというのを書かせていただいています。 

 目次ですので簡単に触れていきますと、まずＺＥＨビルダー。これは住宅ですので、右下です

が、家庭分野のところに位置づけております。 

 それから、②番にＥＳＣＯも含むエネマネ事業者がございますが、ここは大企業もありますけ

れども、主に中小企業さん、あるいはビル等、こういったところをサポートしていただくという

位置づけで書かせていただきました。 

 それから、③番、下のほうですけれども、家電量販店。これは一般消費者、あるいは業務のと

ころでも使われるものもあると思いますけれども、家電製品等の省エネについてのサードパーテ

ィという位置づけでございます。 

 それから、④番、真ん中のあたりですけれども、省エネルギー相談地域プラットフォーム。こ

こは、地域で中小企業さんの省エネの取り組みの相談に乗れるようなプラットフォームですが、

ここは地域の中小企業さんに対するサードパーティという位置づけをさせていただいています。 

 それから、エネルギー小売事業者については、小売の対象であります家庭、あるいは産業、業

務、そういったところを対象に書かせていただきました。 

 最後に、⑥番、上のほうですけれども、荷主。ここは貨物輸送事業者に対するサードパーティ

という位置づけをさせていただいています。 

 以下、具体的にご説明してまいります。 

 11ページをご覧ください。 

 まず、ＺＥＨビルダーです。 

 ここは、前回の骨子の中でも既に書かせていただいています。サードパーティの１つの事例で

あり、成功しつつある事例ではないかということで冒頭に書かせていただいております。 

 最初のほうは前回と同じですので少し省略いたしますけれども、我々、簡単に言いますと、Ｚ

ＥＨ、ゼロ・エネルギー・ハウスに対する補助金、これは住宅を建築される方に対する補助金を
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出しておりますけれども、そのときの要件として、ＺＥＨビルダーということで、ＺＥＨの普及

に対する目標を掲げていただいたハウスメーカーさんや工務店さん、こういったところを使うこ

とを要件としております。 

 要件といたしましたので、７行目、８行目あたりに書いておりますけれども、ハウスメーカー

さんや工務店さんにしてみると、そういうものの取り組みを始めなければ、この補助金が活用で

きないということで、まず、そういった方々の積極的な取り組み、これを促進すると。それによ

って、ハウスメーカーさんなんかが営業されて、消費者にＺＥＨというものを意識してもらって、

建築のときに考えていただくと。そういうメカニズムで、このＺＥＨビルダーをサードパーティ

としてうまく活用できているんではないかということを、まず最初の10行ぐらいで書かせていた

だいております。 

 13行目でございますけれども、「実際」ということで、その結果を少し加筆しています。 

 2016年12月の時点で、ＺＥＨビルダーは既に4,000業者。これは、今年度始めた制度なんです

けれども、既に4,000というところまで来ています。この後、施策の紹介がまた別途ございます

が、その中で詳しくご説明しますが、全国でこのＺＥＨビルダーがふえております。 

 こういった成功を踏まえて、その後、下線を引いていますが、ＺＥＢだけではなくて、この後

ＺＥＢ、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、それから省エネリフォーム、こういったものの普及

に向けても同じようにサードパーティの仕組みが活用できないかと、こういったことを引き続き

検討すべきじゃないかということを、この委員会の提言ということで書かせていただいておりま

す。 

 20行目以下、36行目までは新たに加筆したところでございます。 

 ＺＥＨ、あるいはＺＥＢといった先端的なものとあわせて、今、住宅の省エネについては、新

しい法律、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、一般には建築物省エネ法と呼ばれ

ておりますが、これが制定・公布されておりまして、これからの住宅の省エネの重要なツールに

なると思いますが、それについて少し解説させていただいております。 

 23行目の後半のあたりですけれども、「同法においては」と。大きな取り組みが３つございま

す。 

 １つは、大規模非住宅建築物─ビルです。の省エネ基準適合義務等の規制措置、それが１

つ。 

 それから２つ目が、省エネ基準に適合している旨の表示制度、これが２つ。 

 それから３つ目に、誘導基準に適合した建築物の容積率の特例の誘導措置。 

 この３つを一体として講じるというのがこの新法、建築物省エネ法の中身になっておりますが、
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これについて解説しております。 

 誘導措置については、その後続いておりますけれども、2016年４月に施行されております。 

 それから、29行目あたりですが、「また」ということで規制措置。これについては、この小委

員会のもとに設置され、国交省さんの小委員会と合同で行っている建築物エネルギー消費性能基

準等ワーキンググループ、ここで運用に必要となる基準等の審議が既に行われておりまして、こ

の審議結果を踏まえて来年４月からこの義務化が実行されるということになっています。 

 最後、33行目の最後のほうですけれども、これとあわせて、2020年度を目標年度とする新たな

基準値が定められました住宅トップランナー制度。これも従来省エネ法で実施しておりましたけ

れども、これについても建築物省エネ法に移行して、この後実行されると。この辺の事実関係に

ついて少し記載をさせていただいております。 

 39行目ですけれども、ＺＥＨやＺＥＢといった先端的取り組みとあわせて、この住宅・建築物

に対する─ページをめくっていただきまして、省エネ基準適合義務化等が一体的に推進され

ることで、住宅・建築物の省エネ性能の向上が図られることが期待されると、こう結ばせていた

だいています。 

 以上がＺＥＨ関連のところでございます。 

 続いて、２つ目の事例として、ＥＳＣＯを含むエネマネ事業者について記載がございます。こ

こは、新たに書いたところでございます。 

 省エネ補助金の中で、これは委員会の中でもご紹介させていただきましたけれども、ＥＭＳを

導入して、エネルギー管理支援サービスによって他の事業者の工場等の省エネ対策等を支援する

者、これをエネルギーマネジメント事業者、略称「エネマネ事業者」と呼んでおりますけれども、

エネマネ事業者として、この省エネ補助金の制度の中に位置づけております。 

 エネマネ事業者を活用する事業については、10行目あたりですけれども、活用しない事業と比

べて補助率を優遇すると。通常３分の１の補助率ですけれども、これ２分の１の補助ということ

で今実施しております。 

 こういったインセンティブを与えることで、エネマネ事業者による工場等への働きかけを後押

しし、省エネ取り組みの掘り起こしや深掘りにつながると。 

 また、これも小委員会でご紹介しましたけれども、エネマネ事業者による省エネ診断等のエネ

ルギー管理支援サービスが工場単独の取り組みよりも省エネ効果が期待できると。一般省エネ率

も高いということもございます。 

 こういったことを踏まえて、下線部のところですが、省エネ補助金においては引き続きエネマ

ネ事業者をサードパーティとして効果的に活用すべきであると、こういう結び方をさせていただ
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きました。 

 17行目から始まるパラグラフについては、これは10月の小委員会でプレゼンテーションを事業

者さんからいただきましたが、そちらのご提案を踏まえて書かせていただきました。 

 エネマネ事業者さんは、おのおのに専門性もございます。したがって、事業者さんによっては

複数のエネマネ事業者を活用している事例がございます。こういった事業者の省エネをさらに深

掘りするためには、エネマネ事業者間でエネルギー関連データの共有等を行うということも有効

ではないかと。そのために複数のエネマネ事業者さんの連携等の必要な対応、これが検討される

べきではないかというプレゼンテーションがございましたので、その旨を委員会としても提案と

いう形で書かせていただきました。 

 あと22行目から後のパラグラフも新たに追加したところでございます。 

 ６月の小委員会でＢＥＭＳのデータの公開についてご説明いたしました。そのことは冒頭書い

ているんですけれども、23年度補正予算事業で実施した補助事業を活用してＢＥＭＳを導入した

6,000の事業者から収集した属性や電力使用状況に関するＢＥＭＳデータ、この公表をこの春か

ら行っています。12月からは、ホームページでも閲覧をしていただくことができるようになりま

した。 

 これについて、今後はデータ収集範囲を拡大する等、データベース化やオープン化をさらに進

めていく。エネマネ事業者さんの省エネビジネスの進展にもこういうものは活用できるんではな

いかという観点から、引き続き整備を進めていくことが期待されるんではないかという書き方を

させていただいております。 

 以上がエネマネ事業者さんに関連する事項でございます。 

 続いて③番、家電量販店さんのところですけれども、ここは骨子の段階ではトップランナー制

度ということで書かせていただいた部分でございます。 

 冒頭31行目からのパラグラフについては、トップランナー制度についての最近の状況が少し書

いております。 

 34行目に「例えば」ということで、照明について、「再興戦略」の中で白熱灯も含めた新たな

基準をつくるということが書かれましたので、それに基づいてこの小委員会のもとに設置された

照明器具等判断基準ワーキンググループ、ここで議論を進めたと、取りまとめを行ったというこ

とを紹介しております。 

 サードパーティについては、その後、38行目から出てまいります。 

 今後、家庭等においてさらなる省エネの深掘りを実現するため─ページめくっていただき

まして、家電量販店等、これはＥＣです。Ｅコマースさんも含めてですけれども、そういった方
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も含めたサードパーティによる適切な情報提供。この家電量販店さん等は消費者に対するサード

パーティだと思いますので、そういった方々が適切に情報提供していただいて、消費者の省エネ

行動、具体的には省エネ性能の高い家電製品への買いかえだとか、あるいは省エネモードという

のが最近よくついていますが、そういったものの活用だとか、これはいろんな例があると思いま

すが、そういった省エネ行動を促すようなこと、ここも大事じゃないかということを書かせてい

ただきました。 

 「なおその際」ということで、表示の活用については、今、省エネラベルというものが店頭で

表示されていますけれども、そういった制度も、実はこれ開始から10年たっております。 

 また、先ほどＥコマースさんの話をしましたが、売り方も多様になってきています。 

 そういったことも踏まえて、市場での実態に即した形と、４行目から５行目にかけて書いてお

りますけれども、実態に即した形で見直しをしていくべきではないかと、こういう書き方をさせ

ていただきました。 

 それから、④番、省エネ相談地域プラットフォームでございます。今19カ所に地域で中小企業

さんの省エネを支援する仕組みということで、プラットフォームの整備活動をしております。 

 ９行目あたりに説明が書いていますが、中小企業等の省エネを支援する事業者が地域の専門家

と協力してつくる省エネ支援の連携体ということでございます。 

 我々は、12行目の終わりから書いておりますけれども、国としては、それらを中小企業さんに

直接アプローチするサードパーティというふうに捉えておりまして、そういうものの地域におけ

る立ち上げ、これを補助金で支援しているということです。 

 これにつきましては、下線を引いているところでございますが、「再興戦略」の方針を踏まえ

て、省エネ相談地域プラットフォームが拡大するということ。 

 それから、自治体の省エネ支援体制というのが別途ありますので、そういったものとの協力も

しながら、中小企業さんが省エネということで相談できる窓口、これを全国展開していくという

ことが、これから期待されるんじゃないかという結び方にさせていただきました。 

 それから、⑤番がエネルギー小売事業者です。 

 自由化ということで多様な製品・サービスが登場する、多様化していくと。そういった中で消

費者が引き続き省エネ取り組みをするためにエネルギー小売の事業者の皆さんの役割はますます

重要になるんじゃないかということで、24行目あたりに書いていますが、「エネルギー小売事業

者の省エネガイドライン検討会」というものを別途開催しております。 

 この中では、情報提供等、小売事業者さんにやっていただきたいようなこと、こういったもの

のガイドラインをつくるということで活動しております。後ほどまたご説明できると思いますけ
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れども、ガイドラインをつくるということで検討しています。 

 11月に実は中間取りまとめということで、今後ガイドラインをつくるに当たって留意すべきこ

とを項目立てしたものを既に公表する方向で今おりますけれども、これについては引き続き議論

していこうということでございます。 

 したがいまして、下線部ですけれども、効果的な情報提供やサービスの展開を通じて、自由化

環境下においても需要家が適切に省エネに取り組める環境整備が進むこと、これを期待するとい

う書き方にさせていただきました。 

 最後、荷主でございます。ここは前回の議論を踏まえて、全く新しく書いたところでございま

す。 

 30行目でございますけれども、2005年の省エネ法改正で運輸部門が新たに省エネ法の直接的な

規制対象になっておりますけれども、その際に、貨物事業者とともに荷主も対象になっています。

荷主自身は輸送に関してエネルギーを直接使うわけではありませんけれども、貨物事業者に発注

する立場だということで、我々は輸送にかかわるサードパーティと捉えました。 

 実際、省エネ法の中では、「判断基準」において、貨物事業者さんとの連携による省エネ努力

を求めております。 

 ここについて、近年はＥコマースさんが発展しているということで、運輸部門のエネルギー消

費の構造にも変化が見られると。特に小口輸送だとか再配達、こういったところが増加して、エ

ネルギー消費の増大が懸念されるんじゃないかというあたりを前回にデータもお示ししたところ

でございますが、こういった状況を踏まえると、もともと省エネ法が荷主と貨物輸送事業者の連

携による省エネを求めてきたということがございますので、そういう趣旨からすれば、省エネ法

においても、こういう新しい変化、これに対応していく必要があるのではないかと。 

 次のページでございますけれども、こういった新たな分野についても、例えば国交省さん、こ

れも前回プレゼンテーションいただきましたけれども、具体的な取り組みは検討されています。

そういったところとも協力しながら、この省エネ法においても必要な取り組みをやっていくべき

ではないかということを書かせていただきました。 

 その際、省エネ法の荷主というものは、今貨物の所有権を前提に定義しておりますけれども、

省エネ法の荷主の定義では捕捉できない荷主が実際存在するんじゃないかということにも留意し

て、この後必要な制度的な対応も検討していくべきじゃないかと、そういう結び方をさせていた

だきました。 

 以上がサードパーティのところでございます。 

 最後のページになります。 
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 15ページですが、「おわりに」というところで最後まとめておりますけれども、４行目あたり

に、これまでにない新しいアプローチが必要だということで、５行目のところに、連携の省エネ、

それからサードパーティの活用、主にこの２つをこの委員会では議論したと。 

 これについて、８行目ですけれども、法制度、それから予算面で必要な措置を講じて、具体的

な政策として実行に移すということを期待するという結び方にさせていただきました。 

 すみません、ちょっと長くなりましたけれども、以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 13ページの荷主のところの「2015年」というのは、「2005年」だそうです。平成17年を換算し

たときに、10が１本余分についている。 

○吉田省エネルギー課長 

 私が読んでいるやつは、直っています。すみません。 

○中上委員長 

 「2005年（平成17年）」の改正で運輸部門が入ったということで訂正をしておいてください。

お願いします。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等をお願いしたいと思います。 

 では、田辺委員。 

○田辺委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 2015年７月に公表された長期エネルギー需給見通しの中で、5,030万キロリットルという省エ

ネ必要量が出てきました。今回、その57％が業務・家庭部門であるということから、ご説明あっ

たように、今までの大規模でn数が事業者への規制的な省エネから建築物・住宅を対象にすると

ｎ数が非常に大きくなってきます。従って、個々の人たち、あるいは会社側の対策するムードを

つくり出すことが非常に大切ではないかと思っています。その点でサードパーティによる対策は

極めて望まれるものではないかと思います。 

 ただ、サードパーティの方々は慈善事業としてやっていらっしゃる場合もありますけれども、

投資を回収するという視点が非常に重要です。この点を伸ばしてあげられるようなサードパーテ

ィに対する考えが重要ではないかと思います。 

 報告書、中間まとめについて、全体像に関してはよろしいと思うんですが、特に細かい部分に

質問があります。業務部門に関しては1,226.5万キロリットルのうち、新築に関しては332万キロ

リットル積んであります。これはＺＥＢ化、省エネの基準適合を超えた対策でいいと思うんです
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が、照明で228万キロリットルとトップランナー機器で278万キロリットル積んでいますが、大き

な効果を持ちますがこの項目が家電等に入れられているのは、ちょっと残念な気がします。 

 ページで言うと、12ページの「家電量販店等」の中にトップランナー、照明機器が入っていま

す。この項目でやはり500万キロリットルぐらい省エネすることになっているので、何かしらこ

の中にさらに項目を加えるようなことを考えていただくといいかなと思いました。 

 また、家庭部門に関しては、ＺＥＨ、大変ご支援されて非常に盛り上がっていて、テレビコマ

ーシャルでも聞きますし、先日ビックサイトに訪れたら、ＺＥＢ、ＺＥＨのオンパレードでした。

展示会もすごい状況になっていると思うんですが、家庭の中で積み上げた高効率の給湯器、これ

は268万キロリット省エネ必要量として積んでいます。、照明対策もありますし、トップランナ

ーもあるので、何かこのあたりのもともとの数字が大きかったところに関しては、ここでもう一

度項目を立てるなどが必要だと思います。この３のところを工夫いただければいいと思うんです

が、削減必要量に従って書いていただけるといいかなと思いました。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ディテールにわたってご指摘ございましたので、にわかにお答えができるかどうかわかりませ

んが、ぜひ反映させていただきたいと思います。 

 ほかに。 

 宮島委員。 

○宮島委員 

 ありがとうございます。 

 省エネに対して、いわゆる家庭、個人個人の意識を高めるという意味で、いろいろ書き込んで

いただいてよかったと思うんですけれども、ちょっとご質問があって、書き方で、「検討すべき

である」みたいな書き方と、「検討が進むことが期待される」という単語は意識的に書き分けら

れているのだとは思うんですけれども、これは、つまり自分たちでできることは「すべきであ

る」で、ほかの方のご協力を得なければいけないことは「検討が進むことが期待される」と書か

れているんでしょうか。 

 もしそうならしようがないんですけれども、「検討が進むことが期待される」は私の印象では

とても弱くて、いや、まあ、検討は進むでしょうと思うわけです。検討が進むことを期待してい

たら、何だろう、検討をずっとしていて、いつまでも進まないこともあり得るわけで、よほどの

ひっかかりがない限りは、提案に関しては「検討すべきである」でも問題はないのではないかと

私は思います。 
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 例えば、13ページの例でいきますと、自治体とかの全国展開などは一定程度行政が担うと思う

ので、これは「検討すべきである」でいいと思いますし、あと５番のエネルギー小売事業者に関

しましては、環境整備を進めるわけですから、環境整備はしっかり進めるということで、「すべ

きである」でいいんじゃないかと思います。 

 特にこれで気になったのは、「自由化環境下においても」と書いてあるのは、どちらかという

と印象としては、今までもよかったよね。でも、自由化になっても同じようにやるよねみたいな

印象をちょっと受けて、もうちょっと強く前に進めるようなワーディングにしてもいいのではな

いかと思います。 

 「需要家の省エネに死する」って、誤植があるような気がちょっとだけしておりますが、それ

は置いておいて、ディテールに関して。 

 むしろ、荷主のところは、これはこの前もすごいきっちり話されている中で、「対応を検討す

べきである」というふうに書いてあるので、これはとてもよいかなというふうに思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 まだ十分に修正する時間がございますので、気がつきましたら、またぜひご指摘をお願いした

いと。 

 幾人の方から同時に挙がってきましたので、こちらから一方的に順番を申します。山川さん、

川瀬さん、佐藤さん、武田さんの順番でお願いしたいと思います。 

 お願いします。 

○山川委員 

 山川です。ご説明ありがとうございました。 

 サードパーティの活用については賛成で、このままどんどん進めていただきたいと思っており

ます。 

 13ページの家電量販店のところの書きぶりですが、「ＥＣ事業者を含む」というところが括弧

書きになっています。今、消費者は、家電も通販、インターネットで購入したり、実際にどこで

買うかは別にして、ネット上で比較サイトなどを見て商品選択をするのがかなり進んできており

ます。 

 例えば、統一省エネラベルを貼ることについては、大規模店などでは、もうほとんどきっちり

やっていただいているので、これから課題にしなければいけないのはＥＣ事業者さんのところで

はないかと思います。そういう実態を踏まえて、ＥＣ事業者さんも意識してこれからもっと進め
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ていくということがもう少し明確に出るような書き方にされたほうがいいと思います。 

 以上です。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。大変重要なご指摘と思います。荷主のこともかかわって、ＥＣはこ

れからいろいろな局面で課題になりそうですので、ありがとうございました。 

 それでは、川瀬さんお願いします。 

○川瀬委員 

 サードパーティに対して、先ほどのインセンティブというところに関連してなんですが、今想

定されているサードパーティとしては、ハウスメーカー、工務店、エネマネ事業者、家電量販店、

いろいろ挙げられていますが、この中で、例えばハウスメーカー、工務店、それから家電量販店、

エネルギー小売事業者などは、メーンの事業というのがあって、省エネはある意味では附帯事業

ではないかと思います。 

 インセンティブの付与というときに、ビジネスとして附帯でやっている企業・組織と、メーン

のビジネスとして省エネをやっているところを明確に分けてインセンティブ等を考える必要があ

ると思います。 日本は、コンサルに対しては余りフィーが払われないといわれていますが、省

エネをメーンのビジネスにするような企業・組織を育てることを意識して、省エネだけでもビジ

ネスが成り立つようにしていくことを考えていただきたい。 

 今後省エネルギーを主ビジネスとするサードパーティを育てていくという視点から、できるだ

けフィーを高くするとか、質も考えて、独立してやっていけるような援助というか、支援という

のをぜひ考えていただきたいと思います。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。また違った視点からのご指摘だったと思います。 

 省エネルギーというのは、効果をどう評価するかというところを含めて、簡単なようでいて、

なかなか難しい問題もございますから、そういうことを含めて、これから検討しなきゃいけない

ことがまだまだあるなというふうに私自身感じました。 

 それでは、佐藤さんお願いします。 

○佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 提案ですけれども、12ページの家電量販店等のところで、「家庭等においてさらなる省エネの

深掘りを実現するためには」とありますが、省エネに無関心な消費者も自然と省エネ行動ができ

ることが理想です。 
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その意味で、省エネ商品を配達する際に、例えばテレビとか温水器などは標準モードではな

く、省エネモードにして出荷することにしてはいかがでしょうか。サードパーティとなる家電量

販店など、小売事業者の行動変革によっても省エネモードが普及することを期待します。 

 また、荷主のところですが、「現行の省エネ法の荷主では捕捉できない荷主が存在することも

留意して」とありますけれども、もはや、省エネは国民運動として全員参加で取り組むべきこと

で、消費者にとって便利な通販事業者の進展が省エネに逆行することは避けるべきです。 

 それで、この荷主部分に運送事業の次世代車導入によるさらなる省エネ取り組みと、それを後

押しする通販事業者など実質荷主にも省エネの法的責任意識を持つように記載するべきだと思い

ます。 

 前回も申し上げましたけれども、ホテルや百貨店でのベンチマーク制度の深化を期待していま

す。 

 そして、今後、高齢化や健康事業の推進でふえる病院や高齢養護施設、それから健康ランドな

どの給湯により多くのエネルギーを使う事業でもベンチマークの追加をしていくとよいと思いま

す。 

 よろしくお願いします。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 では、武田さんの前に、委員からも挙がっていますので、松下さん、先にお願いします。その

後に武田さんお願いします。 

○松下委員 

 では、私のほうから。 

 先ほど自治体ともっとちゃんとやれみたいなお話もありまして、東京都から来ておりますので、

国と連携してとか、協力してとかという部分につきましては、私どもも望むところでございます

ので、ぜひやらせていただきたいと思います。 

 例えば、５番目のエネルギーの小売事業者の件なんかは、私どもも全面自由化になって各ご家

庭で電気の小売事業者を選べるようになったわけですけれども、では、どこが、例えば再生可能

エネルギーの利用比率が高い事業者なのかとか、そういうようなことについて、もっと見える化

を図るべきだというふうなことで、私どもも多少調べられる範囲での情報提供等をやっているん

ですが、こういうことについて、ここでも出ておりますけれども、情報の共有といいますか、情

報の公開といいますか、こういう部分をもっともっときちんとやっていただければ、エネルギー

を買う皆さんの選択肢が広がっていくのかな、選択のときの考え方がもっといろいろと柔軟にな
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っていくのかなという気がしております。 

 また、ＺＥＨビルダーの部分では、新築とか─まあ、ＺＥＢもそうなんですが、新築の建

物についての取り組みはもちろん頑張ってやっていくという部分もあると思うんですけれども、

圧倒的に多い既存の建物に対してです。そういう意味で、ここでリフォームみたいなことにも言

及されているのは、私はいいことだと思っておりまして、そういう部分について、さらに進めて

いきたいというふうに都としても思っています。 

 また、エネマネの件では、ＥＳＣＯ事業者の皆さんなんかに聞いていると、大きな建物を対象

にすると省エネ効果も高くて、電気なりの削減量とかも多いですから、そうするとＥＳＣＯ事業

者の方も商売として成り立つと。 

 ただ、小さい建物ですと、一個一個では事業としてなかなか成り立たなくて、そういうのをう

まく何個も抱え込んでできるような形になれば事業になるんだけれどもなみたいなこともお聞き

したりします。 

 これは、今現在、制度設計の議論の中ですからあれですけれども、実際に、それを実施の施策、

政策をつくっていく段階では、そういうところもイメージしていただければというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○中上委員長 

 どうもありがとうございました。具体的な事例をいろいろ挙げてご指摘いただきました。 

 それでは、武田さんお願いします。 

○武田オブザーバー 

 13ページに、サードパーティの一つとしてエネルギー小売事業者がとられておりますので、そ

れに関して１つコメントをしたいと思います。 

 この中に書かれていますとおり、エネルギー小売事業者は、効果的な情報提供やサービスの展

開を通じて省エネに資することが期待されるということであります。 

 このためには、現在、小売の全面自由化で導入が進められていますスマートメーターの活用が

１つの大きなキーではないかと考えております。 

 弊社の取り組みの例を紹介させていただきますと、これまでは使用状況が需要家の方々に見え

るようにということで、見える化という観点からサービスを提供させていただいておりますけれ

ども、今般、法人向けでありますが、少し進めて、見える化というかＡルートでとったデータを

さらにＡＩで分析・診断して、エネルギーの使用状況の指摘とか、それから省エネの提案を自動

的に行うと、このようなサービスの提供を今展開すべく準備を進めています。 
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 今後、省エネガイドライン検討会等での検討状況も含めて、お客様に対してエネルギー小売事

業者からどのような情報提供が可能なのかということを深掘りして検討を進めていきたいと思い

ます。 

 ありがとうございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 ＡＩ、ビッグデータの時代ですので、ぜひそういった活用を取り込むべきだろうと思います。

ありがとうございます。 

 それでは、オブザーバーの佐々木さん。 

○佐々木オブザーバー 

 豊田の紹介がなかったので、私のほうからご説明させていただきます。 

 最初にサードパーティのところですけれども、エネルギー小売事業者さんは消費者に非常に密

着しておりますので、そういうところをぜひ活用していっていただいて、そのためには、コスト

回収の仕組みなんかについても制度的なスキームをうまく考えていただければというふうに考え

ております。 

 それからもう一つ、ＺＥＢについてですけれども、今回、ＺＥＨビルダーというお話でしたけ

れども、ＺＥＢについても、都心は結構、どうしても建物が立て込んでおりますので、地方活性

化の意味からでも、地方をちょっと考えていただいたら取り組みが非常に進むのではないかとい

うふうに考えております。 

 また、最後ですけれども、今お話がありましたように、ＩｏＴをぜひ活用していただいて、今

お話があったように、見える化だけではなく自動的に最適化を進めるような、そういう省エネに

資するような仕組みをぜひつくっていただきたい。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。今のご発言は参考資料１の中に入っておりますので、ご確認いただ

ければと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、事務局のほうで中間的にコメントを。 

○吉田省エネルギー課長 

 先ほどの参考資料１、参考資料２で今日ご欠席の委員からのそれぞれのご意見を先にご紹介す

べきでしたけれども、後になってしまって申しわけないんですが、ご紹介したいと思います。 
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 参考資料１をご覧いただきたいと思います。 

 豊田委員からの意見書でございますが、後半のほうは２ポツ以下でございます。 

 「ＺＥＢの推進に関して」と。 

 ＺＥＢは土地制約が高い大都市圏ではなかなか難しい面もあり、むしろ土地制約が低い地方都

市において、地方活性化の視点も視野に入れて推進していただいたらいかがか。 

 それから、「ＩｏＴを活用した省エネの深掘り」。 

 ＩｏＴを活用した省エネは新しい試みであり、プラットフォームをつくりつつ、これを促進す

ることにより我が国の省エネ機器の国際競争力を高めることが重要だと思うので、国においても

十分なサポートをお願いしたい。その際、「見える化」を超えて、「エネルギーの最適利用化」

を目指すことが重要である。 

 ４番「サードパーティとしてのエネルギー小売事業者の活用」。 

 消費者に密着しているエネルギー事業者の活用は大いに賛成する。彼らの取り組みを後押しす

るためにも、そのコスト回収の仕組みなど制度設計を図っていただきたい。 

 それから、参考資料２でございます。市川委員からのご指摘ですが、１番、３番、４番が今の

後半部分に関係するところでございます。 

 まず１番ですが、「全体について」ということで、省エネをさらに徹底するための重要施策や

新たなアプローチなど、内容について賛同いたします。 

 ３ポツ「サードパーティを活用した省エネの深掘り」。 

 家電量販店等に関して。 

 家庭などにおける省エネの深掘り実現のために、家電量販店など（ＥＣ事業者を含む）サード

パーティによる適切な情報提供とともに小売事業者表示制度をより市場の実態に即した形に見直

すことで、消費者から信頼され活用しやすいものになることを期待します。 

 ４番「荷主について」。 

 現行の省エネ法の荷主定義では、義務がかかる者とかからない者があり、公平性を欠いている

懸念があるので、ＥＣ事業者が等しく省エネの努力をするような仕組みを期待します。加えて、

サービスを利用する消費者の省エネ意識が高まるような仕組みになると、なおよいと思います。 

 以上でございます。 

 続いて、事務局からのコメントです。すみません、時間が迫っておりますので、皆さんのご指

摘全てに答えられないんですけれども、幾つかご回答を含めてさせていただきたいと思います。 

 まず、冒頭、田辺委員から省エネの量との関係についてのご指摘がありました。数字が大きい

ところ、小さいところ、いろいろございますが、そこも含めて記載を工夫すべきではないかとい
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うご指摘だと思います。そこをもう一度改めて見直しをしたいと思います。 

 それから、宮島委員から表現について、「期待される」の言い方がいろいろあるけれども、ど

こまで意識しているのかということについては、もう一度確認します。すみません。そこは使い

分けをしていない部分があると思いますので、もう一度確認したいと思います。 

 それから、山川委員からは、ＥＣ事業者のところをもっと明確にというご指摘がありましたの

で検討したいと思います。 

 それから、川瀬委員から、メーンで省エネをやっている人、そこをもう少し支援していくよう

な書き方もできるんじゃないかというお話がありました。本文の中にも、こういうサードパーテ

ィを育てていくことが産業を育成すると、創造するという観点でも大事だと、戦略もあわせて書

いております。そこと通じる話だと思いますので、表現のほうで少し工夫してみたいと思います。 

 それから、松下委員から、都の取り組みもご紹介をいただきました。よく連携をとって、引き

続きやっていきたいと思います。 

 あと佐々木オブザーバーからは、先ほど豊田委員の意見書の中でもご紹介したコスト回収も含

めて、また課題がいろいろあるんじゃないかということでしたが、ここについては先ほどもご説

明しましたけれども、小売事業者のガイドラインの検討会で引き続き検討を続けますので、その

中でまた議論させていただきたいというふうに思います。 

 すみません、全てのご指摘にお答えできていませんけれども、事務局からは以上でございます。 

○中上委員長 

 いろいろな切り口があり、いろいろな視点があるかと思いますし、消費者側の視点から見ても、

また違った切り口があるかもしれませんので、もし、そういう意味でお知恵があるようでしたら、

またご指摘をぜひ頂戴したいと思います。 

 本日、ご提示していただきました中間取りまとめにつきましては、これから最終取りまとめを

させていただきますけれども、いつものように、まことに独断的で恐縮ですが、委員長一任とい

うことでご了解願えればお願いしたいわけでございますけれども、いかがでございましょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、そのような方向で事務局と十分相談しながら進めていきたいと思います。 

 

（２）省エネルギー政策の進捗状況について 

 

○中上委員長 
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 それでは、次に、議題２で省エネ政策の進捗状況について、事務局よりご説明をお願いしたい

と思います。 

 それでは、資料２に基づいて吉田課長、お願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 それでは、資料２をご覧いただきたいと思います。 

 最近の省エネ政策の進捗状況ということで78枚の資料でございまして、時間の関係がございま

すので、ちょっとはしょってご説明していきたいと思いますが、別途お手元にＡ３の大きな紙が

あると思います。「省エネルギー政策の進捗状況」ということで、産業、民生、運輸、その他と

いうことで書かれていますが、これが目次になります。 

 お時間の関係がありますので、まずこれで全体、どんな資料が入っているかということをご紹

介した上で、幾つか、今報告書案のほうで特に触れていなかったところを中心にご説明したいと

思います。 

 資料の中身ですけれども、今大きな紙を見ていただきまして、まず産業部門ということで、事

業者クラス分け制度、ＳＡＢＣ評価制度について、まず書いております。 

 ここは、この委員会でもたびたびご紹介した内容でございますので、この後割愛させていただ

きたいと思いますが、中に数字が幾つか入っているというところが新しいところだと思います。 

 それから、２つ目が省エネ補助金の支援の状況でございます。 

 28年度当初予算の措置は既に、それから27年度の補正予算、この２つで省エネ補助金をやって

おりますけれども、その状況についてのご説明、これは後で簡単に触れたいと思います。 

 それから、本文の中でもご説明しましたけれども、省エネルギー相談地域プラットフォーム、

この状況についての資料もおつけしておりますが、これはこの後は省略させていただきたいと思

います。 

 それから、民生部門につきましては、住宅・建築物に対する省エネ基準適合義務化ということ

で、建築物省エネ法についての概要が書かれておりますが、これも先ほど本文のところでご説明

しましたので、割愛させていただきます。 

 それから、ＺＥＨの普及ということで、ＺＥＨについての補助事業、あるいは先ほどサードパ

ーティのところでご説明しましたＺＥＨビルダー、このあたりについて詳細をご説明しています。 

 それから、ＺＥＢについて、その続きがその次に続いておりまして、ＺＥＢについても、今Ｚ

ＥＢロードマップフォローアップ委員会におきましてＺＥＢのガイドラインをつくっていただい

ております。それについての説明資料がございます。これは後で簡単に触れられると思います。 

 それから、トップランナー制度、これも本文の中でご紹介しましたけれども、照明器具等につ
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いて今議論が進んでおります。照明器具については既に審議し、取りまとめ案も策定したところ

で、この後パブリックコメントに移っていくということでございます。これについては、実はそ

の後に運輸のところでもトップランナーの話がございまして、これについては簡単にご報告した

ほうがいいと思いますので、この後触れたいと思います。 

 それから、業務部門におけるベンチマーク制度の拡大。これも本文のほうで、コンビニに加え

て新たにホテル等、議論が動いているということを先ほどご紹介しました。工場等判断基準ワー

キンググループにおいてベンチマーク制度の導入を検討しております。 

 それから、右のほうに行っていただきまして、運輸部門においては、先ほどちょっと申し上げ

ましたトップランナー制度においては、運輸についても重量車、3.5トン以上のトラック、バス

については、今、新しい燃費基準を議論しております。これについては、後で簡単にご紹介いた

します。 

 それから、トラック輸送事業における省エネ取組、それから内航海運における省エネ対策、そ

れから電子ツールを活用した使用過程車の燃費改善、この３つは予算事業でございまして、国交

省さんと連携して行っているものでございます。後で簡単に触れたいと思います。 

 それから、その他というところでトップランナー制度の拡充・見直し（小売事業者表示制度）。

これは、先ほど本文の中で少しご説明したところでございますが、ＥＣ事業者さんが発展してい

くということ、あるいは制度自体が10年たっているということで見直しを検討しております。 

 それから、エネルギー小売事業者の省エネガイドライン。これは、先ほどからたびたびご説明

している内容でございます。これについても資料がついております。 

 省エネ技術開発の促進につきましては、この委員会でも最初の回で１度ご紹介したと思います

「省エネルギー技術戦略2016」。これは９月に策定・公表していますが、その前の段階でこの委

員会ではお諮りというか、ご説明をしたところでございます。エネルギー利用の最適化を図るエ

ネルギーマネジメント技術、こういったものを新たに重点施策、重点技術の中に位置づけをして

おります。 

 それから、エネルギー消費データの利活用。これについても、本文の中で幾つかご説明をしま

したけれども、ＢＥＭＳのデータについては既に公開を進めておるところでございますが、これ

に加えて省エネ施策関連で我々が収集しているデータについて、さらに公開も検討していきたい

ということです。 

 それから、広報。政府広報番組などを使って、我々省エネの意識を喚起するということで予算

を使って事業を進めております。これについても資料をつけております。 

 最後にネガワットでございますが、これは委員会の中でご指摘いただきまして、ネガワットに
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ついての情報提供をということでございましたが、これは委員会の中で議論する場はなかったの

で、その場では委員の方にご説明ということでとどめております。資料として、その際に使った

資料等をおつけしておりますので、またご参考にいただければと思います。 

 そうしましたら、幾つか具体的にということで、二、三ご紹介していきたいと思います。 

 まず省エネ補助金でございます。ページでいいますと、６ページから始まります。 

 まず１ページめくっていただきまして、７ページ、28年度の省エネ補助金の採択結果でござい

ます。全体で申請件数、上から２行目ですけれども、1,600件ほどございました。中小企業比率、

そのうち45.2％ということです。 

 採択は約半分、48.6％、777件採用でございまして、中小企業さんの採択件数394件ということ

で、採択件数の半分をちょっと上回るというところまで来ております。 

 連携省エネの話が先ほどから出ていますけれども、工場間一体省エネということで６件の採用

がございました。 

 採択金額については、今年度新規に採択したものについては、初年度186.4億円ということで

ございます。 

 以下、省エネ量等をお示ししております。 

 ページをめくっていただきまして８ページですが、省エネ補助金につきましては、ここもやは

り情報公開をしていくことが大事だということで、つい先日ですけれども、今月12日にビッグサ

イトで成果報告会という試みを始めました。 

 具体的な省エネ補助金を受けて行った省エネ事業について、ここに書かれている企業さんに直

接ご説明いただくという機会でございます。来場者数750名、大変盛況でございました。こうい

ったことについても、引き続きこれからも取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 その次のページは、年度ごとの申請件数と採択件数の推移でございます。左側が件数、右側が

億円ということで、直近28年は、先ほどご説明したとおり半分程度採択ということであります。 

 次のページからは、やや細かい話になってきますので割愛していきますけれども、業種ごとの

採択件数、それから10ページは業種別の省エネ効果、それから11ページは業種別の費用対効果で

す。これについても我々はこの補助金の中で見ておりますけれども、１億円当たりどれぐらいの

省エネ効果があるかということについても、業種別に比べています。 

 12ページは、都道府県別の採択件数でございます。 

 あと13ページは、省エネ効果について、中小企業と中小企業以外で比べています。 

 省エネ量を言うと一番左側の絵ですけれども、中小企業は小さいですけれども─赤いとこ

ろです。中小企業は小さいですけれども、省エネ率という観点では大きな数字が得られておりま
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す。 

 あと14ページ。これは、今までご説明したのは28年度の通常予算による省エネ補助金でござい

ますけれども、14ページ、参考ということで書かせていただいているのは、27年度の補正予算に

おいて行います設備ごとの省エネ補助金でございます。全部で５次にわたる公募をいたしまして、

8,636件、中小企業の割合がその下にございますが、73.9％ということで、中小企業さんを中心

に支援をさせていただいたということでございます。 

 以上が省エネ補助金の説明です。 

 ちょっと時間の関係で飛ばさせていただきまして、またご参考にいただければと思いますが、

次にＺＥＢの実現ということで、資料２－６、ページでいいますと、右下に35ページになってい

ますが、36ページです。 

 表紙をめくっていただきまして、ＺＥＢについてでございますが、まず定義の確立ということ

で、今2016年度になりますが、今主にやっておりますのは、予算を使いまして実証事業をやって

おります。その中でＺＥＢのつくり方です。ガイドラインを作成するということで、委員会で今

議論いただいております。最終的な目標は、2020年度までにＺＥＢを実現するということを目標

にしております。 

 このために予算、次のページですけれども、110億円。これは28年度の当初予算ですが、ＺＥ

Ｈと一緒に使っております。110億円の内数ということでＺＥＢに取り組んでおります。 

 その次のページ、これは同じＺＥＢの補助金なんですが、環境省さんの補助金です。我々は環

境省さんと連携して、この分野はやっております。 

 このページ、「中小規模の建物の」というふうに始まっていますが、環境省さんのほうで中小

規模のほうをやっていただいて、我々は少し大規模なものについて補助すると。 

 補助のスキーム等はほぼ似ておりますが、上限額等一部違うところはありますけれども、３分

の２の補助をするということでございます。 

 次のページ、39ページには、今年度の予算で採択した具体例ということで、一般的な事務所、

ビルもありますし、老人ホーム等についても採択の実績がございます。 

 その次のページですけれども、我々はガイドラインをつくっていきたいわけですが、るる業種

によって建物も違うということで、なるべく幅広くとっていくということで、今採択件数は規模

別にこんな感じになっております。 

 赤い枠で囲っているところ、これを今年度そのガイドラインを作っていくということで取り組

んでいるところでございます。ここで採用したＺＥＢの取り組み、そういうところもデータとし

て活用させていただいて、そういうものの作成に使っていこうということであります。 
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 次のページに、これはＺＥＢロードマップフォローアップ委員会ということで、ここでガイド

ラインの具体的な議論をしていただいているということであります。第３回が来年ございます。

第４回で、さらに次のページですけれども、ガイドライン・パンフレットというものが完成する

ということになっております。 

 左側が設計技術者です。よりプロの方に向けて出すもの、それから右側は施主向けとあります

が、ＺＥＢを注文する人です。そういった方々にご理解いただけるというもので、二種類つくっ

ていこうということで今検討を進めているものでございます。 

 それから次のページ、44ページあたりを見ていただきたいんですが、トップランナー制度。こ

れは、照明器具については先ほどご説明したとおりでございまして、取りまとめは既にできてお

ります。この後パブリックコメントを経て、取りまとめを行う予定と。 

 新しく自動車について、重量車についての燃費基準を作成するということ。 

 それから、乗用車も含めてなんですが、燃費の表示方法、これについても今、新たに審議を始

めています。ここは国際基準が燃費の計測方法について新たに加わりましたので、それも活用す

るという観点も含めて、燃費の表示方法についても新たに審議をするということでございます。 

 １番については来年中、２番については来年春ということで取りまとめを行ってまいります。 

 それから、小売事業者表示判断基準ワーキンググループ。これは来年度の話になると思います

けれども、先ほど来ご説明している省エネラベルについて議論していこうという場でございます。 

 次のページは、照明についての新しい基準でございます。ご参考にいただければと思います。 

 それから、その次のページは、自動車のほうのスケジュールでございますけれども、１点、小

委員会との関係で申し上げますと、第２回のところに燃費表示方法の取りまとめというのがござ

います。これについては、この委員会は今日で一旦閉めますけれども、閉まっている間に小委員

会のほうで取りまとめが行われるということでございますが、小委員会委員長とご相談して進め

てまいりたいというふうに思います。 

 それから、次に業務部門のベンチマーク。これも先ほどご説明した内容でございますので簡単

にしたいと思いますけれども、スケジュールが出ているところがございます。50ページです。 

 ここにございますように、先ほどご説明したホテルだとかスーパーだとか、そういったところ

について工場等判断基準ワーキンググループで審議を行い、パブリックコメントをします。 

 これは先ほどの車と同じでございますけれども、小委員会にご報告するのは後になってしまい

ますけれども、ワーキンググループの中で審議をされ、小委員長ともご相談しながらパブリック

コメントにかけていくというプロセスを踏ませていただきたいというふうに思います。 

 それから、その後に続いているページですけれども、53ページ以下が先ほど目次のところで申
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し上げました国交省さんと連携で予算事業を行っている例でございます。 

 一例だけご紹介しますと、53ページ、トラックの輸送事業に係るこれまでの取り組みの成果と

課題とありますが、トラックのエコドライブを促進するという観点で、これまでエコドライブマ

ネジメントシステム、走行状態を記録すると。そのために必要なシステムについての導入支援、

それからその実証等をこれまで行ってまいりました。こういった事業をこれまでやってまいりま

したけれども、今後、先ほどの話ともちょっとかかわるんですけれども、今申し上げているのは、

貨物事業者の中で閉じたお話ですけれども、右下の絵にありますように、荷主とも連携していた

だきたいということで、来年度以降は荷主とも連携するような、こういう活用の仕方、これに対

して支援をしていきたいというふうに考えております。 

 すみません、時間の関係がございまして、この後は省略させていただきまして、あとは大体、

本文ご説明のときに申し上げていることですので、もしご質問等ございましたら、この後ご指摘

いただければと思います。 

 すみません、我々のほうの不手際で時間が十分確保できなかったので、ちょっとはしょった説

明になりましたけれども、ご参考情報ということで提供させていただきました。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 これはハードコピーですと分厚いのがあるので、私ももっとはしょって進行したんですけれど

も、電子データなものですから厚さがわからないので、ボリュームの判断を間違えまして、時間

が随分押してしまいました。 

 残された時間は少なくなってまいりましたが、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見

等ございましたらお願いしたいと思います。 

 田辺さん。 

○田辺委員 

 丁寧なご説明ありがとうございました。 

 私は、先ほどサードパーティとか、全体の省エネで、１つ、日本全体でやるといいと思ってい

ることがあります。省エネのマークが各省庁でみんな違うんです。国交省でつくられたＢＥＬＳ

の星と、省エネトップランナーの星のマークも、国交省は縁取りがあるんですけれども、ＭＥＴ

Ｉのほうは縁取りがなかったり、自動車のマークも排ガスのほうには星があるんですけれども、

燃費のほうはマイナスと書かれています。小学生が例えば冷蔵庫とかパソコンとか、ふだん見て

いるマークがが大人になってビルにあったり、そういうことが必要ではないかと思います。ヨー

ロッパはＥｕＰを家電、建物でも一緒に使っています。日本でもせっかく熟成してきたので、星
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なら星でいいと思うんですが、同じデザインで統一するなど、そういう方向にぜひお金を使って

頂きたい。知らず知らずにわかるようなことが行動変容のためには要るんじゃないかと思ってお

ります。 

 意見でございます。 

○中上委員長 

 ありがとうございました 

 ぜひ省庁間で十分ご検討いただいて、こういったところはまとめたほうが一般の方はわかりや

すいですよね。ありがとうございました。 

 何かございませんか。 

 ご説明もございましたように、大変多岐にわたっていることがおわかりと。年々メニューがふ

えてきて、どんどん委員とかオブザーバーの方がふえてきて、この部屋にもう入り切らなくなる

ような状況がございますけれども、改めて省エネというのは非常に広い範囲をご議論いただかな

ければいけないので委員の皆さんも大変かと思いますけれども、今後ともまたよろしくお願いし

たいと思います。 

 今日、中間報告の取りまとめをするという機会でございますので、またご議論いただくチャン

スはしばらく先になろうかと思いますので、お時間はありませんが、せっかくでございますので、

国交省と環境省からもおいでいただいておりますので、関連するようなご質問も幾つかあったよ

うに思いますので、どちらからとは言いませんが、それでは、まず左隣の国土交通省さんの軸丸

さんと、それから福井さんのほうから何かあればお願いします。お時間とりますから、お二方と

もどうぞ。 

○軸丸オブザーバー 

 国交省でございます。 

 全体を通じまして、今最後にご説明がございました資料２のところの省エネ施策のところでも

幾つかエネ庁さんと連携しているところはございますが、既に連携を進めているものもございま

すし、それから今後を見据えた場合、資料１でご説明あった中間取りまとめのところでも住宅の

ところであったり、それから物流の関係、荷主の関係での議論があったと思いますが、そういっ

たところで、我々も今後もしっかりと連携を進めていきたいと思いますので、また引き続きよろ

しくお願いいたします。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、福井さん。 
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○福井オブザーバー 

 国土交通省住宅局の福井でございます。 

 当方では、取りまとめの中にも言及いただきましたけれども、来年４月から建築物省エネ法の

適合義務化、これが2,000平米以上の非住宅建築物でスタートするといったようなところが、ま

ず一番大きなところではあるんですけれども、それ以上に、より省エネ性能の高い住宅・建築物

をふやしていかなければならないといったような観点から、例えば表示制度でありますとか、そ

れから今日は経産省さんの施策がメーンでしたけれども、国交省のほうでも省エネ性能の高い住

宅・建築物をふやすための補助制度ですとか、それから税、それから融資、そういったものを講

じておるところでございますので、そういったところも含めて連携しながらやっていければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○中上委員長 

 マークの件も田辺さんからありましたので、ぜひ住宅局でもご検討ください。 

 ありがとうございました。 

 では、松澤さんお願いします。 

○松澤オブザーバー 

 環境省の松澤でございます。 

 環境省のほうでも経産省さん、あるいは国交省と一緒にやらせていただいていますが、今日は

２つお話しさせていただければと思います。 

 住宅について、既存住宅のリフォームが重要だというご指摘、今日もあったと思いますので、

既存住宅のリフォームを進めるべく、工務店、あるいはハウスメーカーの方々と一緒に国民の方

が省エネリフォームを選択していただけるような、そういう広報発信というのを国交省さん、経

産省さんと連携してやっていこうというふうに考えております。 

 それで、その中で、あわせてＢＥＬＳという国交省さんのほうで始めている表示制度について

も、まだ始まったばかりでありますけれども、ＢＥＬＳでいい住宅を選ぶと、そういったマーケ

ットづくりにつながるように我々も協力していこうというふうに考えております。 

 それからもう一点は、宅配便の再配達の削減について今回の中間取りまとめでも今後の方向性

が示されておりますけれども、これに関しても消費者の方がＥコマースで物を注文するときに再

配達削減に気遣いをしていただくような、そういう働きかけというのを国交省さん、経産省さん、

それから業界団体の皆さんと一緒になって、そういう発信をできないかということで今検討させ

ていただいておりますので、そういうものもあわせて取り組んでいこうというふうに思っていま

す。 
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 以上です。 

○中上委員長 

 どうもありがとうございました。 

 大部な報告書をえらく簡潔にやっていただいたものですから、かえって時間が余ったような状

況になりましたけれども、足りないより余ったほうがいいかと思いますので、それでは本日の議

事は以上になりますということでいいわけですね。ごめんなさい、もう一つ予算がありました。 

 

（３）平成29年度当初予算案 

 

○中上委員長 

 議題３で平成29年度当初予算案。 

 失礼いたしました。非常に重要な情報でございます。お願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 資料３をご覧ください。 

 29年度当初予算案（省エネルギー関連）。 

 我々のほうの省エネ関連の予算だけまとめたものでございます。 

 １ページをおめくりいただいて２ページでございますが、全体像でございます。 

 この後に続くページは、それぞれの詳細の資料でございます。もうお時間の関係もございます

ので、この１枚目の紙でご説明していきたいと思います。 

 黄色い色でマークしているところが特にお伝えしたい内容でございますので、そこを中心にご

説明いたします。 

 まず上半分ですけれども、省エネルギー投資促進に向けた支援補助金ということで、従来、い

わゆる省エネ補助金、工場なんかを対象とする省エネ補助金、それからＺＥＨに対する補助金、

ＺＥＢに対する補助金、それから省エネのリノベーションに関する補助金、それぞれ予算措置さ

れておりましたけれども、それを一体としてまとめたものでございます。 

 昨年の当初予算ベースで625億円。括弧の中でございますけれども625億円。来年度の政府予算

の中には673億円で出していくということでございます。 

 まず左側が工場・事業場に対する、いわゆる省エネ補助金の部分でございます。 

 29年度の新たな話として、黄色で塗っておりますけれども、新たに「エネルギー原単位改善」

に資する取り組み、これについても補助の対象にしていきたい。要するに、エネルギーの原単位

は改善するけれども量はふえてしまうという事例もあると思います。そういったものもサポート
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できるように、これから具体的な内容を検討していきたいというのが、まず１点。 

 それから、その後に複数事業者間でのエネルギー使用量の削減取り組みを重点的に支援すると

ございます。先ほどの報告書の中でもご提言いただいたところでございますけれども、複数事業

者間の連携。これは省エネ法だけでなくて、補助金の中でも見ていきたいと、支援について考え

ていきたいということで、今後具体的なところを検討してまいりたいと思います。 

 それから、右側が住宅関係であります。 

 まず、ＺＥＢについて記載がございますけれども、ＺＥＢについては引き続き構成要素となる

高性能建材、それから高性能設備機器等の導入支援、これをやってまいります。 

 それから、ＺＥＨにつきましては、普及目標を掲げたＺＥＨビルダーが設計・建築・改築する

ＺＥＨの導入を支援というところは、これまでと同様、サードパーティの仕組みを使って、ＺＥ

Ｈビルダーの仕組みを使って、これからもやってまいりますけれども、自立的な普及というとこ

ろが大事だと思います。それに向かってスキームを考えていきたいというふうに思っています。 

 それから、断熱改修等のリノベーション、これについても高性能建材を用いた改修を支援する

ということについても、この予算の中であわせて見ていきたいということでございます。 

 以上が省エネ投資促進に向けた支援補助金であります。 

 それから、左下に目を移していただきまして、中小企業等に対する省エネルギー診断事業費補

助金でございます。 

 これにつきましては黄色で塗っているところですけれども、省エネルギー相談地域プラットフ

ォーム、先ほどから本文の中でもご紹介しました。こういったものを全国展開に向けて、きめ細

かな省エネ相談等を通じて省エネの取り組みを促進するということで引き続きやってまいります。

今年度は7.5億円だけれども、省エネ診断等々合わせて10億円という予算で政府案をつくってお

ります。 

 それから、利子補給については、下にあるとおりでございます。 

 それから、右側、先ほどトラックの例だけご説明いたしましたけれども、トラック・船舶、船

もやっております。船舶等の運輸部門における省エネルギー対策事業費補助金ということで、国

交省さんとの連携で、先ほどご説明しました輸送事業者と荷主の連携、これでさらなる省エネに

つなげていきたいということで、そのための実証をこの予算の中でやっていきたいと思っており

ます。61.5億円ということでございます。 

 最後、右下は研究開発。ＮＥＤＯさんへの交付金の中で80億円という形で積んでいきたいと思

いますが、開発リスクが高い革新的な省エネルギー技術について、シーズから最後実用化まで見

据えるような公募型の技術開発補助金ということで措置をしたいと思っております。 
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 予算については、以上でございます。 

 それぞれ詳しい紙がその後に１枚ずつついておりますので、ご参考にしていただければと思い

ます。 

○中上委員長 

 何かご質問等ございますでしょうか。 

 

（４）省エネ法施行規則の一部見直し（案）について 

 

○中上委員長 

 ございませんようでしたら、それでは、最後に省エネ法の施行規則の一部見直しというのが出

ておりますので、それにつきまして事務局よりご説明お願いします。 

○吉田省エネルギー課長 

 それでは、資料４をご覧いただきたいと思います。 

 省エネ法施行規則（報告様式）の一部見直し（案）について、ちょっと細かい技術的な話でご

ざいますけれども、施行規則の改正でございますのでご報告をしたいと思います。 

 ページを１枚めくっていただきまして、変更点は全部で４つございます。 

 １つ目が温対法と省エネ法の不整合部分に係る報告の追加ということであります。具体的には、

後ろを見ていただいたほうがいいと思います。 

 ページをもう一枚めくっていただきまして、３ページ、変更①と今のお話の詳細ですけれども、

まず上が温対法、その下に省エネ法における報告対象ということで書かせていただいていますが、

先に真ん中の省エネ法のほうを見ていただきたいのですが、指定工場等というのは、エネルギー

使用量が1,500キロリットル・パー・年を超えて、経産大臣に指定された事業所、これが報告対

象になります。 

 一方で、上に行っていただきまして、温対法における報告対象というのは、1,500キロリット

ルを超えれば対象になるということで、違いが下線で引いていますけれども、大臣の指定という

のがあるかないかというところになります。 

 その下に、毎年７月末までに管理指定工場等の単位で報告するとありますけれども、次のペー

ジに行っていただきまして、ちょっと細かいんですけれども、既に特定事業者に指定されている

事業者が設置していた未指定工場等のエネルギー使用量が1,500キロリットルを超えた場合は、

当該事業者は定期報告書の中の特定表の中で報告を行うと。 

 省エネ法との関係で言えば、特定表の中に書いてはくれるんですけれども、指定するのはそれ
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からということになりますので、いまだ未指定であるということになります。したがって、その

部分については、現行の制度の中では報告が行かないということになりまして、１年間のずれが

生じるということになります。 

 そこのところを是正するという意味で、右下に変更点とありますが、温対法では指定の有無に

かかわらず報告が必要であるため、定期報告書の中で当該工場等のＣＯ２排出量等に関する事項

の報告を追加ということで、最初に全てこちらで把握できるように、ＣＯ２についても把握でき

るように、具体的には、左下にある様式第９という表を改正すると。これは施行規則の中にあり

ますので、施行規則を改正することで、これを変更すると。非常に細かいですけれども、そうい

う変更をしたいと考えております。 

 最初に戻っていただきまして、あとは１枚目の紙で全てご説明します。 

 変更点②から④です。 

 ②のところは、京都メカニズムクレジットの調整期間終了に伴う省エネ法定期報告書の様式変

更ということですけれども、京都メカニズムのクレジットの償却期間が満了になりました。27年

11月になりましたので、様式で、ここの部分は不要になりますので、そこは削除したいと思って

います。 

 それから、変更点の③ですけれども、ベンチマークを業種ごとにいろいろつくっていただいて

います。今後、業種がどんどんふえていくということになります。現段階では、実はベンチマー

クのところが省令の中に直接書いておりまして、そこがこれからふやすにつれて必ず変えなけれ

ばいけないという非常に面倒くさくなるものですから、そこを修正します。落とすことで、これ

から数がふえても対応しなくていいようにということで、そこを措置しようと思っています。 

 最後、④番ですが、ＩＳＯ50001、エネルギーのマネジメントシステムですが、これについて

は、判断基準の中で推奨しておるわけですけれども、それについての報告欄がないというのが今

の実情でありまして、そこを是正するということでございます。 

 いずれもやや細かい技術的な改正でございますけれども、我々のほうで措置をしてまいりたい

と思いますので、ご報告いたしました。 

○中上委員長 

 何かご質問、ご意見等ありましたらどうぞ。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、私の司会の不手際から行ったり来たりしてしまいましたけれども、どうもありがと

うございます。本日の議事は以上で全て……どうぞ。 

○松下委員 
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 私どもから参考で資料を１つだけ提出させていただいているので。 

○中上委員長 

 失礼いたしました。これ一番最後で、今から読み上げようと思った。 

○松下委員 

 お時間押しているところ申しわけございませんが、ちょっとだけお時間いただいてご説明させ

ていただきます。 

 東京都内には、中小規模事業所が全国の１割強の60万以上ございまして、中小規模事業所の省

エネ対策というのが非常に大きな課題になっております。 

 そういう中で、私どもは中小規模事業所向けの省エネ改修効果診断ツールというものを先ごろ

つくりまして、これを今うちの東京都環境局のホームページで公開しておりまして、ダウンロー

ドしていただくと利用できるというものになっております。 

 具体的には、ここに書いてあるとおりなんですが、中小規模事業所で省エネ改修をしようと思

ったときに、省エネ改修をする前にこの設備機器を入れかえると、どのくらい省エネ効果が出る

かというようなことを、これは２枚目のところに小さく出ているんですが、こういう表計算ソフ

トの中に基礎情報を入れていただくと、表に戻っていただきまして、都の報告書制度に基づいた

ベンチマークのＡ４からＣまでの矢印がついておりますが、こういうような表示で省エネ効果が

見えると。 

 具体に言いますと、この例では、もともとＢ２というクラスだったものが、省エネ改修をする

とＡ２マイナスというクラスに格上げになりますよ、ランクアップしますよというようなことが

一目でわかると。 

 こういうことを、このツールをつくるために26年、27年で100件ぐらいの事業所に補助金を出

しまして、そこから改修が終わった後のデータをいただきまして、このツールをつくっておりま

す。 

 改修後の効果が３年いただくことになっておりまして、まだ途中経過でございますが、どんど

ん性能アップしていきたいというふうに思っていまして、いずれにしても、ビルのオーナーさん

がテナントさんに対して省エネ改修を今度したいと。だけど、そのときにどのくらい効果が上が

るかというようなことを一目で見て説明できる資料ということで作成いたしました。これは、東

京都環境局のホームページでダウンロードして使えますので、ぜひ皆さんご利用いただければと

思います。 

 以上でございます。 

○中上委員長 
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 ありがとうございました。 

 現場での非常にきめの細かい対策が進んでいることがうかがえたかと思います。ここで出てい

るラベリングの方式はＥＵがやっているのと同じですね。いろいろなものがあるので、消費者の

方々に混乱を招かないように、よろしくお願いしたいと思います。 

 今のご説明について、何かご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、時間が少しオーバーしてしまいましたけれども、本日の取りまとめをするには余り

にも膨大な話や情報が行き交ったものですから、取りまとめというわけにはなかなかいきません

けれども、まさに省エネに終わりなしでございまして、この報告が終わったからといって、もう

省エネはやることがないではなくて、どんどん世の中も変わりますし、いろんな形で対応してい

かなければいけないということが私自身も今回の一連の委員会を通じて再確認させていただきま

した。 

 とりあえず、今日中間取りまとめをさせていただくわけでございますけれども、追って、また

皆様方のところには報告書の素案等がお届けできるかと思いますので、ご検討いただければと思

います。 

 最後でございますので、事務局を代表しまして、藤木省エネ・新エネ部長さんよりご挨拶を頂

戴したいので、よろしくお願いします。 

○藤木省エネルギー・新エネルギー部長 

 大変ご熱心なご議論いただきまして、本当にありがとうございました。 

 また、この一連の中で、やはり省エネ、もう一段踏み込んだ対応が必要だということで、例え

ば共同・連携した形での省エネをやらなければいけない。それから、サードパーティの活用。特

に荷主のところについて、さまざまな問題意識の中で今の省エネ政策のやや足らざるところ、も

う一歩、二歩入っていくべきところというところについて大変示唆に富んだご指摘、あるいはご

意見を頂戴したかと思います。 

 中間取りまとめ、今日いただいたご意見も踏まえて調整いたしますけれども、中間取りまとめ

というのは、要はこれからそれを政策にして実現していかなければいけないということでござい

ますので、ここの部分は、私ども、皆様からいただいたご意見をしっかり受けとめて、しっかり

と形にしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ引き続いてのご支援、よろしくお願

いします。今日は、どうもありがとうございました。 

○中上委員長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、事務局より連絡事項があればお願いしたいと思います。 

○吉田省エネルギー課長 

 本日ご議論いただきました本小委員会の中間取りまとめにつきましては、委員、オブザーバー

の皆様から今日頂戴いたしましたご意見を踏まえて、委員長とご相談の上、取りまとめて、１月

中に経産省ホームページにて公表させていただきたいと思います。 

 また、最後にご説明した省エネ法施行規則の見直しについては、事務局にて順次進めさせてい

ただきたいと思います。 

 最後に、今後の省エネルギー小委員会についてでございますけれども、中間取りまとめに記載

をされた施策の具体化について、今後、事務局において検討を進め、検討内容等について、また

来年度、改めて審議をいただくこともあろうかと思いますので、その際はぜひよろしくお願いい

たします。その際の日程調整等は、具体的になりましたら、また事務局のほうからご連絡いたし

ます。 

 以上でございます。 

○中上委員長 

 皆さん、本当に長時間ありがとうございました。 

 それでは、本日の省エネ小委員会は、これにて終了させていただきたいと思います。皆様、ぜ

ひいいお年をお迎えくださいませ。ありがとうございました。 

－了－ 


